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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域と、
　所定の発射位置から前記遊技領域に向けて遊技球を発射する球発射装置と、
　前記発射位置から発射されたものの前記遊技領域に到達しなかった遊技球自体を所定の
返却口を通して遊技者に返却する発射球返却部と、
　遊技球に付された線材の機前からの操作を防止し得る不正防止部と、を備え、
　前記不正防止部は、遊技球に付された線材を切断又は挟止するものであり、
　前記発射位置から発射されたものの前記遊技領域に到達しなかった遊技球自体が前記返
却口に向けて通過する返却経路に前記不正防止部を設け、
　前記不正防止部は、金属板材からなり、前記返却経路には、該金属板材を収容する収容
部が形成され、
　前記返却経路は、遊技球が前記返却口から返却されるまでに屈曲部を有し、該屈曲部に
よって線材を屈曲させうるようにしたことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ぱちんこ遊技機（一般的に「パチンコ機」とも称する）や回胴式遊技機（一
般的に「パチスロ機」とも称する）等の遊技球を遊技媒体とする遊技機に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　上記遊技機は、遊技媒体たる遊技球が流下可能な遊技領域を有する遊技盤を備えている
（特許文献１、特許文献２参照。）。
　この遊技盤は、例えば特許文献１に記載されているように、落下経路を不規則にする障
害釘や遊技球を受け入れる入賞口等が設けられる前記遊技領域と、主として演出的な画像
を表示する表示装置と、所定のキャラクタ等を模した造形物を有すると共に該造形物を前
記表示装置の前方で移動させ或は形態を適宜変化させて演出する可動装飾部と、からなる
。かかる遊技盤は、上記のように表示装置と可動装飾部によって種々の演出を行い、遊技
の興趣を高めるようにしているが、主としてキャラクタの相違が目立つ程度であって斬新
性・意外性に欠けるため、遊技興趣のさらなる向上を図ることが困難であった。
　また、遊技機は、遊技球を発射する球発射装置と、遊技領域を囲う内レールと外レール
及び球発射装置の発射レールにより形成されていて前記球発射装置の発射位置から遊技領
域に連通する発射球通路と、発射位置から発射されたものの遊技領域に到達しなかった遊
技球を遊技者用の球皿に返却する発射球返却部と、を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２５９５５４号公報
【特許文献２】特開２０１３－９８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の遊技機は、線材が付された遊技球を発射球返却部を介して遊技領
域内に侵入させて不正な遊技を行う不正行為が行われる可能性があり、こうした不正行為
に対する対策が不十分であった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みなされたもので、その目的は不正行為の抑止力を高めた遊技機を
提供することにある。
【０００６】
　本発明の遊技機は、
　遊技球が流下する遊技領域と、
　所定の発射位置から前記遊技領域に向けて遊技球を発射する球発射装置と、
　前記発射位置から発射されたものの前記遊技領域に到達しなかった遊技球自体を所定の
返却口を通して遊技者に返却する発射球返却部と、
　遊技球に付された線材の機前からの操作を防止し得る不正防止部と、を備え、
　前記不正防止部は、遊技球に付された線材を切断又は挟止するものであり、
　前記発射位置から発射されたものの前記遊技領域に到達しなかった遊技球自体が前記返
却口に向けて通過する返却経路に前記不正防止部を設け、
　前記不正防止部は、金属板材からなり、前記返却経路には、該金属板材を収容する収容
部が形成され、
　前記返却経路は、遊技球が前記返却口から返却されるまでに屈曲部を有し、該屈曲部に
よって線材を屈曲させうるようにしたことを特徴とする。
　この遊技機は、遊技球に付された線材が、返却経路に設けた不正防止部で切断又は挟止
されて遊技球を操ることができなくなるため、返却経路を利用した不正行為を抑止するこ
とができる。
　なお、別発明として、前記背景技術の項の前半で説明した従来の遊技機に対する課題を
解決するために、
「遊技媒体が流下可能な遊技領域を有する遊技盤を備えた遊技機において、
　前記遊技盤は、
　前記遊技領域が形成される遊技パネルと、
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　機前の遊技者から視認可能なように前記遊技パネルの後方に配置されていて表示面で画
像を表示し得る表示装置と、
　該表示装置より前方に設けられる可動装飾部と、
　透過性を有すると共に複数個の発光素子が配置された発光基板シート及び該発光基板シ
ートを支持する透明板とからなる透明発光装飾手段と、を備えており、
　前記透明発光装飾手段は、前記可動装飾部の造形物の前方に前記発光素子を位置させて
該造形物を発光装飾し得るようにした遊技機」を提供する。
　この遊技機は、表示装置より前方に設けられた透明発光装飾手段の発光基板シートと透
明板が透過性を有するため殆ど目立たず、発光基板シートの発光素子だけが空中に浮いて
いるように見える。したがってこの発光素子を可動装飾部の造形物の前方に位置させて点
灯或は点滅させることにより、造形物と発光素子の発光とが融合して造形物のボリューム
感を増大させることができる。
【０００７】
　本発明によれば、不正行為の抑止力を高めた遊技機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態であるパチンコ機の正面図である。
【図２Ａ】本体枠から扉枠を開放させると共に、外枠から本体枠を開放させた状態で前か
ら見た一部拡大図を含むパチンコ機の斜視図である。
【図２Ｂ】他の形態を示すもので、本体枠から扉枠を開放させると共に外枠から本体枠を
開放させた状態で前から見た一部拡大図を含むパチンコ機の斜視図である。
【図３】（ａ）は扉枠ベースユニットの球送りユニットを前から見た斜視図であり、（ｂ
）は球送りユニットを後ろから見た斜視図である。
【図４】（ａ）は球送りユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、（ｂ）は球送
りユニットの後ケースと不正防止部材を外して後から見た分解斜視図である。
【図５】（ａ）は扉枠ベースユニットのファールカバーユニットを前から見た斜視図であ
り、（ｂ）はファールカバーユニットを後ろから見た斜視図である。
【図６】（ａ）はファールカバーユニットを蓋部材を外して前から見た分解斜視図であり
、（ｂ）はファールカバーユニットを蓋部材を外して後ろから見た分解斜視図である。
【図７】図６（ａ）のＸ－Ｘ線断面図である。
【図８】一部拡大図を含む図７のＹ－Ｙ線断面図である。
【図９】操作線無効化部材の他の形態を示す一部拡大分解図を含むファールカバーユニッ
トの分解斜視図である。
【図１０】操作線無効化部材の他の形態を示すファールカバーユニットの一部拡大図を含
む横断平面図である。
【図１１】操作線無効化部材の他の形態を示すファールカバーユニットの一部拡大図を含
む横断平面図である。
【図１２】（ａ）は操作線無効化部材の他の形態を示すファールカバーユニットの縦断正
面図、（ｂ）は同横断平面図である。
【図１３】他の不正防止手段を示すファールカバーユニットの縦断正面図である。
【図１４】（ａ），（ｂ）は遊技球（ファール球）の正常な流れを示す図１３の要部拡大
図、（ｃ）は不正球の逆進防止状態を示す図１３の要部拡大図である。
【図１５】ファールカバーユニットの平面図である。
【図１６】操作線無効化部材の他の形態を示すファールカバーユニットの平面図である。
【図１７】他の不正防止手段を示すファールカバーユニットの縦断正面図である。
【図１８】（ａ）は図１７のＺ部の拡大図、（ｂ）はファール球が通過する状態を示す図
１７のＺ部の拡大図である。
【図１９】（ａ）、（ｂ）は操作線が無効化される状態を示す図１７のＺ部の拡大図であ
る。
【図２０】（ａ）、（ｂ）は操作線無効化部材を電動化した状態を示すもので、操作線が
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無効化される状態を示す図１７のＺ部に相当する拡大図である。
【図２１】操作線無効化部材の他の形態を示す要部の斜視図である。
【図２２】遊技盤の斜視図である。
【図２３】遊技盤の正面図である。
【図２４】内部機構の一部を省略した遊技盤の中央縦断面図である。
【図２５】遊技盤の分解斜視図である。
【図２６】遊技パネルの分解斜視図である。
【図２７】透明発光装飾手段の分解斜視図である。
【図２８】透明発光装飾手段の要部を示す縦断面図である。
【図２９】導光板ユニットの分解斜視図である。
【図３０】導光板の縦投射装置による画像パターンを示す模式図である。
【図３１】（ａ）～（ｄ）は導光板の縦投射装置による画像パターンの変化を示す模式図
である。
【図３２】導光板の横投射装置による画像パターンを示す模式図である。
【図３３】導光板の横投射装置による画像パターンと扉枠左サイドユニット及び扉枠右サ
イドユニットとの融合装飾状態を示すパチンコ機の正面図である。
【図３４】第１可動装飾体の分解斜視図である。
【図３５】遊技パネルを外した状態を示す遊技盤の正面図である。
【図３６】第１可動装飾体の正面図である。
【図３７】第２可動装飾体の分解斜視図である。
【図３８】第２可動装飾体の正面図である。
【図３９】遊技盤の内部機構の一部を省略した第２可動装飾体の作動状態を示す中央縦断
面図である。
【図４０】（ａ）は第３可動装飾体の上半部の分解斜視図、（ｂ）は上半部の分割上片と
分割下片を展開した状態を示す斜視図である。
【図４１】第３可動装飾体の下半部の分解斜視図である。
【図４２】遊技盤の内部機構の一部を省略した第３可動装飾体の変化位置を示す中央縦断
面図である。
【図４３】図３５からさらに透明発光装飾手段の前側の透明板を外した状態を示す遊技盤
の要部の正面図である。
【図４４】（ａ）～（ｅ）は演出パターンの一例を示すもので発光基板シートと第１造形
物の正面図である。
【図４５】他の形態を示すもので、遊技パネルを外した状態を示す遊技盤の正面図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の一実施形態であるパチンコ機１について、図面を参照して詳細に説明する。ま
ず、図１、図２を参照して本実施形態のパチンコ機１の全体構成について説明する。図１
は本発明の一実施形態であるパチンコ機の正面図であり、図２は本体枠から扉枠を開放さ
せると共に、外枠から本体枠を開放させた状態で前から見たパチンコ機の斜視図である。
【００１０】
　本実施形態のパチンコ機１は、遊技ホールの島設備（図示しない）に設置される枠状の
外枠２と、外枠２の前面を開閉可能に閉鎖する扉枠３と、扉枠３を開閉可能に支持してい
ると共に外枠２に開閉可能に取付けられている本体枠４と、本体枠４に前側から着脱可能
に取付けられると共に扉枠３を通して遊技者側から視認可能とされ遊技者によって遊技球
が打込まれる遊技領域５ａを有した遊技盤５と、を備えている。
【００１１】
［外枠］
　前記外枠２は、左枠部材（符合が付されていないものは図示を省略している。以下同じ
。）及び右枠部材４０の下端同士を連結し下枠部材２０の前側に取付けられる幕板部材５
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０と、上枠部材１０の正面視左端部側に取付けられている外枠側上ヒンジ部材６０と、幕
板部材５０の正面視左端側上部と左枠部材とに取付けられている外枠側下ヒンジ部材７０
と、を備えている。外枠２の外枠側上ヒンジ部材６０と外枠側下ヒンジ部材７０とによっ
て、本体枠４及び扉枠３が開閉可能に取付けられている。
【００１２】
［扉枠］
　パチンコ機１の扉枠３は、図１及び図２等に示すように、正面視の外形が上下に延びた
四角形で前後に貫通している貫通口１１１を有した枠状の扉枠ベースユニット１００と、
扉枠ベースユニット１００の貫通口１１１よりも下側で前面右下隅に取付けられており遊
技球を遊技盤５の遊技領域５ａ内へ打込むために遊技者が操作可能なハンドルユニット３
００と、扉枠ベースユニット１００の貫通口１１１よりも下側で前面下部に取付けられて
いる皿ユニット３２０と、皿ユニット３２０の中央に取付けられており遊技領域５ａ内に
遊技球が打込まれることで変化する遊技状態に応じて遊技者に参加型の演出を提示するこ
とが可能な演出操作ユニット４００と、皿ユニット３２０の上側で扉枠ベースユニット１
００における貫通口１１１よりも左側の前面左部に取付けられている扉枠左サイドユニッ
ト５３０と、皿ユニット３２０の上側で扉枠ベースユニット１００における貫通口１１１
よりも右側の前面右部に取付けられている扉枠右サイドユニット５５０と、扉枠左サイド
ユニット５３０及び扉枠右サイドユニット５５０の上側で扉枠ベースユニット１００にお
ける貫通口１１１よりも上側の前面上部に取付けられている扉枠トップユニット５７０と
、を備えている。
【００１３】
［扉枠ベースユニット］
　扉枠３の扉枠ベースユニット１００は、正面視の外形が上下に延びた長方形（四角形）
で前後に貫通している貫通口１１１を有した板状の扉枠ベース１１０と、扉枠ベース１１
０の後側に取付けられている枠状の補強ユニット１３０と、補強ユニット１３０の正面視
左端側の上下両端に取付けられており本体枠４に対してヒンジ回転可能に取付けられる扉
枠側上ヒンジ部材及び扉枠側下ヒンジ部材と、扉枠ベース１１０の後面に取付けられ貫通
口１１１を閉鎖するガラスユニット１９０と、ガラスユニット１９０の後面下部を覆う防
犯カバー２００と、扉枠ベース１１０の後面に扉枠ベース１１０を貫通して前方に突出す
るように取付けられ開閉可能とされている扉枠３と本体枠４、及び本体枠４と外枠２との
間を施錠するための開閉シリンダユニット２１０と、扉枠ベース１１０の後面下部に取付
けられ遊技球を球発射装置６８０に送るための球送りユニット２５０と、扉枠ベース１１
０の後面下部に取付けられ球発射装置６８０により発射されて遊技領域５ａ内に到達しな
かった遊技球を受けて下皿３２２へ排出させるファールカバーユニット２７０と、を備え
ている。
【００１４】
［ハンドルユニット］
　扉枠３のハンドルユニット３００は、回転可能なハンドル３０１を遊技者が回転操作す
ることで、上皿３２１内に貯留されている遊技球を、ハンドル３０１の回転角度に応じた
強さで遊技盤５の遊技領域５ａ内に打込むことができるものである。
【００１５】
［皿ユニット］
　扉枠３の皿ユニット３２０は、扉枠ベースユニット１００における扉枠ベース１１０の
前面において貫通口１１１の下側の部位に取付けられ、前面が前方へ膨出していると共に
、左右方向中央の前端に演出操作ユニット４００が取付けられる。皿ユニット３２０は、
遊技領域５ａ内に打込むための遊技球を貯留する上皿３２１と、上皿３２１の下側に配置
されており上皿３２１やファールカバーユニット２７０から供給される遊技球を貯留可能
な下皿３２２と、上皿３２１に貯留されている遊技球を下皿３２２へ抜くための上皿球抜
きボタン３２７と、球貸機に投入した現金やプリペイドカードの残金の範囲内で遊技者に
遊技球を貸し出すための球貸ボタンと、球貸機から貸出された遊技球の分を差し引いた現
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金やプリペイドカードを返却させるための返却ボタンと、球貸機に投入した現金やプリペ
イドカードの残数等を表示する球貸返却表示部と、下皿３２２内の遊技球を皿ユニット３
２０の下方へ排出するための下皿球抜きボタン３３３と、を備えている。
【００１６】
［演出操作ユニット］
　扉枠３の演出操作ユニット４００は、皿ユニット３２０の正面視左右方向中央の前部に
取付けられるものであり、遊技者が押圧操作することができる大型の操作ボタン４１０を
備えている。
【００１７】
［扉枠左サイドユニット］
　扉枠３の扉枠左サイドユニット５３０は、皿ユニット３２０の上側で扉枠ベースユニッ
ト１００における貫通口１１１よりも左側の前面左部に取付けられ、貫通口１１１（遊技
領域５ａ）の左外側を装飾するものである。扉枠左サイドユニット５３０は、発光装飾可
能な左ユニット装飾レンズ部材を備えている。
【００１８】
［扉枠右サイドユニット］
　扉枠３の扉枠右サイドユニット５５０は、皿ユニット３２０の上側で扉枠ベースユニッ
ト１００における貫通口１１１よりも右側の前面右部に取付けられ、貫通口１１１（遊技
領域５ａ）の右外側を装飾するものである。この扉枠右サイドユニット５５０は、発光装
飾可能な右ユニット装飾レンズ部材を備えている。
【００１９】
［扉枠トップユニット］
　扉枠３の扉枠トップユニット５７０は、扉枠左サイドユニット５３０及び扉枠右サイド
ユニット５５０の上側で扉枠ベースユニット１００の扉枠ベース１１０の前面における貫
通口１１１の上側に取付けられ、扉枠３の上部を装飾するものである。扉枠トップユニッ
ト５７０は、発光装飾可能なトップユニット装飾レンズ部材を備えている。
【００２０】
［本体枠］
　パチンコ機１の本体枠４は、一部が外枠２の枠内に挿入可能とされると共に遊技盤５の
外周を支持可能とされた枠状の本体枠ベース６００と、本体枠ベース６００の正面視左側
の上下両端に取付けられ外枠２の外枠側上ヒンジ部材６０及び外枠側下ヒンジ部材７０に
夫々回転可能に取付けられると共に扉枠３の扉枠側上ヒンジ部材及び扉枠側下ヒンジ部材
が夫々回転可能に取付けられる本体枠側上ヒンジ部材６２０及び本体枠側下ヒンジ部材と
、本体枠ベース６００の正面視左側面に取付けられる補強フレームと、本体枠ベース６０
０の前面下部に取付けられており遊技盤５の遊技領域５ａ内に遊技球を打込むための球発
射装置６８０と、本体枠ベースの正面視右側面に取付けられており外枠２と本体枠４、及
び扉枠３と本体枠４の間を施錠する施錠ユニット７００と、本体枠ベース６００の正面視
上辺及び左辺に沿って後側に取付けられており遊技者側へ遊技球を払出す逆Ｌ字状の払出
ユニット８００と、本体枠ベース６００の後面下部に取付けられている基板ユニットと、
本体枠ベース６００の後側に開閉可能に取付けられ本体枠ベース６００に取付けられた遊
技盤５の後側を覆う裏カバー９８０と、を備えている。
【００２１】
［払出ユニット］
　本体枠４の払出ユニット８００は、本体枠ベース６００の後側に取付けられる逆Ｌ字状
の払出ユニットベースと、払出ユニットベースの上部に取付けられており上方へ開放され
た左右に延びた箱状で図示しない島設備から供給される遊技球を貯留する球タンク８０２
と、球タンク８０２の下側で払出ユニットベースに取付けられており球タンク８０２内の
遊技球を正面視左方向へ誘導する左右に延びたタンクレールと、払出ユニットベースにお
ける正面視左側上部の後面に取付けられタンクレールからの遊技球を蛇行状に下方へ誘導
する球誘導ユニットと、球誘導ユニットの下側で払出ユニットベースから着脱可能に取付
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けられており球誘導ユニットにより誘導された遊技球を払出制御基板ボックスに収容され
た払出制御基板からの指示に基づいて一つずつ払出す払出装置と、払出ユニットベースの
後面に取付けられ払出装置によって払出された遊技球を下方へ誘導すると共に皿ユニット
３２０における上皿３２１での遊技球の貯留状態に応じて遊技球を通常放出口又は満タン
放出口の何れかから放出させる上部満タン球経路ユニットと、払出ユニットベースの下端
に取付けられ上部満タン球経路ユニットの通常放出口から放出された遊技球を前方へ誘導
して前端から扉枠３の貫通球通路２７３へ誘導する通常誘導路及び満タン放出口から放出
された遊技球を前方へ誘導して前端から扉枠３の満タン球受口２７４へ誘導する満タン誘
導路を有した下部満タン球経路ユニット８６０と、を備えている。
【００２２】
［遊技盤（概要）］
　パチンコ機１の遊技盤５は、詳細について後述するが、図１、図２、図２５等に示すよ
うに、遊技球が打込まれる遊技領域５ａの外周を区画し後述する球発射装置６８０の発射
レール６８４から発射された遊技球を遊技領域５ａの上部に案内する外レール１００１及
び内レール１００２を有した遊技パネル１１００と、該遊技パネル１１００の裏側に設け
られる演出ユニット１２００と、を備えている。
　遊技盤５の遊技領域５ａには、領域内のほぼ中央に開設された開口１１１１に取り付け
られたセンター役物１０２８と、遊技球を受け入れると共にその遊技球を検出する入賞球
センサを備えた入賞口１０２４と、同じく遊技球を受け入れると共にその遊技球を検出す
る入賞球センサ１０２５ｓ（図２４参照）を備えた始動入賞口１０２５と、入賞しなかっ
た遊技球を回収するアウト誘導部１００３と、図示を省略するが、遊技球の落下に不規則
な変化を与える風車や障害釘、等が設けられている。
　一方、演出ユニット１２００には、遊技パネル１１００の裏面を囲うように取り付けら
れた演出ケース体１２０２と、その演出ケース体１２０２の後面であって前記センター役
物１０２８（開口１１１１）に表示面１２０１ｇを向けた液晶等の表示装置１２０１と、
入賞口１０２４や始動入賞口１０２５の前記入賞球センサ１０２５ｓの各検出信号やパチ
ンコ機１に設けられる各種のスイッチからの入力信号を受けて処理する一つあるいは複数
の制御装置１０２７が設けられている。この制御装置１０２７は、前記した各種スイッチ
からの入力信号を受けると共に遊技の当り外れを決める抽選等の遊技の進行を司る遊技進
行制御や、扉枠３の扉枠左サイドユニット５３０、扉枠右サイドユニット５５０、扉枠ト
ップユニット５７０の各装飾レンズ部材や、後述する透明発光装飾手段１２０６及び導光
板ユニット１２０５、さらには後述する第１～第３可動装飾体１２０７，１２０８，１２
０９の発光や駆動を司る演出制御等を行うものである。
【００２３】
　本実施形態のパチンコ機１は、上皿３２１に遊技球を貯留した状態で、遊技者がハンド
ルユニット３００のハンドル３０１を回転操作すると、球発射装置６８０によってハンド
ル３０１の回転角度に応じた強さで打ち出される遊技球が、前記発射レール６８４と外レ
ール１００１と内レール１００２とによる発射通路部１０１２で形成された発射球通路（
図７参照）を通って遊技盤５の遊技領域５ａ内へ案内される。そして、遊技領域５ａ内に
打込まれた遊技球が、入賞口１０２４に受入れられると、受入れられた入賞口１０２４に
応じて、所定数の遊技球が払出装置によって球用開口から上皿３２１に払出される。
【００２４】
　なお、遊技球の打込強さ等の関係で、発射した遊技球が遊技領域５ａ内に到達しなかっ
た場合は、図７に示したように、発射レール６８４の端部（終端部）と外レール１００１
の端部（始端部）との間に開設されたファール球落下口１０１３に落下し、それが後述す
る返却通路部１０１４を構成するファールカバーユニット２７０のファール球受部２７５
に受けられ、ファールカバーユニット２７０内を通って球用開口たる下皿球供給口３２３
ｃから下皿３２２に排出される。
【００２５】
［球送りユニット］
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　扉枠ベースユニット１００の球送りユニット２５０について、主に図３及び図４を参照
して詳細に説明する。図３（ａ）は扉枠ベースユニットの球送りユニットを前から見た斜
視図であり、（ｂ）は球送りユニットを後ろから見た斜視図である。図４（ａ）は球送り
ユニットを分解して前から見た分解斜視図であり、（ｂ）は球送りユニットの後ケースと
不正防止部材を外して後から見た分解斜視図である。球送りユニット２５０は、皿ユニッ
ト３２０の上皿３２１から供給される遊技球を一つずつ球発射装置６５０へ供給すること
ができると共に、上皿３２１内に貯留された遊技球を、上皿球抜きボタン３２７の操作に
よって下皿へ抜くことができるものである。
【００２６】
　球送りユニット２５０は、皿ユニット３２０の上皿３２１に貯留された遊技球が、皿ユ
ニットベース３２３の上皿球送り口３２３ｄ、扉枠ベース１１０の球送り開口１１５を通
して供給され前後方向に貫通した進入口２５１ａ、及び進入口２５１ａの下側に開口する
球抜口２５１ｂを有し後方が開放された箱状の前カバー２５１と、前カバー２５１の後端
を閉鎖すると共に前方が開放された箱状で、前後方向に貫通し前カバー２５１の進入口２
５１ａから進入した遊技球を球発射装置６５０へ供給するための打球供給口２５２ａを有
した後カバー２５２と、後カバー２５２及び前カバー２５１の間で前後方向へ延びた軸周
りに回動可能に軸支され前カバー２５１の後側で進入口２５１ａと球抜口２５１ｂとの間
を仕切る仕切部２５３ａを有した球抜き部材２５３と、球抜き部材２５３の仕切部２５３
ａ上の遊技球を一つずつ後カバー２５２の打球供給口２５２ａへ送り前カバー２５１と後
カバー２５２との間で上下方向へ延びた軸周りに回動可能に支持された球送り部材２５４
と、球送り部材２５４を回動させる球送ソレノイド２５５と、を備えている。
【００２７】
　この球送りユニット２５０は、図示するように、正面視で、球送り部材２５４が進入口
２５１ａの右側に配置されており、球送り部材２５４の左側に球抜き部材２５３が、球送
り部材２５４の右側に球送ソレノイド２５５が夫々配置されている。
【００２８】
　球送りユニット２５０の前カバー２５１は、正面視で球抜口２５１ｂの左側に、球抜き
部材２５３の回転中心に対して同心円状に形成された円弧状のスリット２５１ｃを備えて
おり、このスリット２５１ｃから後述する球抜き部材２５３の作動棹２５３ｃが前方へ延
びだすようになっている。また、前カバー２５１は、進入口２５１ａの上縁から上側が上
方へ延びだしており、扉枠３を組立てた際に、皿ユニットベース３２３の球送り誘導路３
２３ｅ及び球抜き誘導路３２３ｆの上流端側の後方へ開放されている部位を後側から閉鎖
するように形成されている。
【００２９】
　球抜き部材２５３は、進入口２５１ａよりも下側で進入口２５１ａと球抜口２５１ｂと
の間を仕切り上面が球送り部材２５４の方向へ向かって低くなる仕切部２５３ａと、仕切
部２５３ａの球送り部材２５４とは反対側の端部から下方へ延出すると共に上下方向の中
間付近から球抜口２５１ｂの下側中央へ向かってく字状に屈曲し下端が前後方向へ延びた
軸周りに回動可能に支持される回動棹部２５３ｂと、回動棹部２５３ｂの上端から前方へ
向かって突出する棒状の作動棹２５３ｃと、作動棹２５３ｃよりも下側で回動棹部２５３
ｂの側面から仕切部２５３ａとは反対側へ突出した錘部２５３ｄと、を備えている。球抜
き部材２５３の作動棹２５３ｃは、前カバー２５１に形成された円弧状のスリット２５１
ｃを通して前方へ突出するように形成されている（図３（ａ）を参照）。作動棹２５３ｃ
は、扉枠ベース１１０の球送り開口１１５を介して皿ユニット３２０の上皿球抜きボタン
３２７の押圧操作によって動作する作動伝達部３２７ａの上端と当接する。
【００３０】
　球送り部材２５４は、進入口２５１ａ及び球抜き部材２５３の仕切部２５３ａの方を向
き上下方向へ延びた回転軸芯を中心とした平面視が扇状の遮断部２５４ａと、遮断部２５
４ａの後端から回転軸芯側へ円弧状に窪んだ球保持部２５４ｂと、球保持部２５４ｂの後
端から下方へ延出する棒状の棹部２５４ｃと、を備えている。球送り部材２５４における
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遮断部２５４ａと球保持部２５４ｂは、夫々回転軸芯を中心とした約９０゜の角度範囲内
に夫々形成されている。また、球送り部材２５４の球保持部２５４ｂは、一つの遊技球を
保持可能な大きさとされている。球送り部材２５４は、球送ソレノイド２５５の駆動によ
って回転軸芯と偏芯した位置に配置された棹部２５４ｃが左右方向へ移動させられること
で、回転軸芯周りに回動する。
【００３１】
　この球送り部材２５４は、遮断部２５４ａが仕切部２５３ａの方向を向くと同時に球保
持部２５４ｂが打球供給口２５２ａと連通した方向を向いた供給位置と、球保持部２５４
ｂが仕切部２５３ａの方向へ向いた保持位置との間で回動するようになっている。球送り
部材２５４が供給位置の時には、球保持部２５４ｂに保持された遊技球が、打球供給口２
５２ａから球発射装置６５０へ供給されると共に、進入口２５１ａから仕切部２５３ａ上
に進入した遊技球が、遮断部２５４ａによって球保持部２５４ｂ（打球供給口２５２ａ）
側への移動が遮断されて仕切部２５３ａ上に留まった状態となる。一方、球送り部材２５
４が保持位置へ回動すると、球保持部２５４ｂが仕切部２５３ａの方向を向くと共に、球
保持部２５４ｂの棹部２５４ｃ側の端部が打球供給口２５２ａを閉鎖した状態となり、仕
切部２５３ａ上の遊技球が一つだけ球保持部２５４ｂ内に保持される。
【００３２】
　また、球送りユニット２５０は、球送ソレノイド２５５の駆動（通電）によって先端が
上下方向へ揺動する球送り作動桿２５６と、球送り作動桿２５６における上下方向へ揺動
する先端の動きによって前後方向へ延びた軸周りに回動すると共に、球送り部材２５４を
上下方向へ延びた軸周りに回動させる球送りクランク２５７と、を備えている。球送りク
ランク２５７は、球送り作動桿２５６の上下動する先端と係合可能とされ左右方向へ延び
た係合部２５７ａと、係合部２５７ａの球送り作動桿２５６と係合する側とは反対側に配
置され前カバー２５１と後カバー２５２との間で前後方向へ延びた軸周りに回動可能に軸
支される軸部２５７ｂと、軸部２５７ｂから上方へ延出し球送り部材２５４における回動
中心に対して偏芯した位置から下方へ突出する棒状の棹部２５４ｃ（図４（ｂ）を参照）
と係合する伝達部２５７ｃと、を備えている。
【００３３】
　この球送りユニット２５０は、球送り作動桿２５６及び球送りクランク２５７によって
、上下方向へ進退する球送ソレノイド２５５の駆動により揺動する球送り作動桿２５６の
動きを伝達させて球送り部材２５４を回動させることができる。なお、球送ソレノイド２
５５の非駆動時（通常時）では、球送り作動桿２５６が球送ソレノイド２５５の下端から
離れて揺動する先端が下方へ位置した状態となり、この状態では球送り部材２５４が供給
位置に位置した状態となる。また、球送ソレノイド２５５の駆動時では、球送り作動桿２
５６が球送ソレノイド２５５の下端に吸引されて揺動する先端が上方へ位置した状態とな
り、球送り部材２５４が保持位置へ回動する。つまり、球送ソレノイド２５５が駆動され
る（ＯＮの状態）と、球送り部材２５４が遊技球を一つ受入れ、球送ソレノイド２５５の
駆動が解除される（ＯＦＦの状態）と、球送り部材２５４が受入れた遊技球を球発射装置
６５０側の発射レール６８４の発射位置へ送る（供給する）ことができる。この球送りユ
ニット２５０における球送ソレノイド２５５の駆動は、払出制御基板の発射制御部（図示
は省略）により発射ソレノイド６５４の駆動制御と同期して制御される。
【００３４】
　また、球送りユニット２５０における回動可能に軸支された球抜き部材２５３は、錘部
２５３ｃによって正面視反時計周りの方向へ回転するようなモーメントがかかるようにな
っているが、前方へ突出した作動棹２５３ｃが皿ユニット３２０の上皿球抜きボタン３２
７の押圧操作によって動作する作動伝達部３２７ａの上端と当接することで、その回動が
規制されるため、通常時では、球抜き部材２５３の仕切部２５３ａが進入口２５１ａと球
抜口２５１ｂとの間を仕切っており、球抜口２５１ｂ側へ遊技球が侵入することはない。
【００３５】
　そして、遊技者が、皿ユニット３２０の上皿球抜きボタン３２７を下方へ押圧操作する
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と、図示しない上皿球抜きスライダが作動伝達部３２７ａと共に下方へスライドして、作
動伝達部３２７ａの下方への移動に伴って作動棹２５３ｃも相対的に下方へ移動すること
となる。作動伝達部３２７ａと共に作動棹２５３ｃが下方へ移動すること、球抜き部材２
５３が正面視反時計周りの方向へ回動し、仕切部２５３ａによる進入口２５１ａと球抜口
２５１ｂとの間の仕切りが解除される。これにより、進入口２５１ａから進入した遊技球
が、球抜口２５１ｂから皿ユニット３２０の球抜き誘導路３２３ｆへと排出され、下皿球
供給口３２３ｃを介して下皿３２２へ排出（供給）させることができる。
【００３６】
　なお、球抜き部材２５３の作動棹２５３ｃが当接する作動伝達部３２７ａが形成されて
いる上皿球抜きスライダは、上皿球抜きバネによって上方へ付勢されているので、仕切部
２５３ａ上に遊技球が勢い良く供給されても、その衝撃を、作動棹２５３ｃを介して上皿
球抜きバネによって吸収させることができ、球抜き部材２５３等が破損するのを防止する
ことができると共に、遊技球が仕切部２５３ａで跳ね返るのを防止することができる。
【００３７】
　また、球送りユニット２５０は、後カバー２５２における打球供給口２５２ａの背面視
で右上に前方へ窪んだ矩形状の取付凹部２５２ｂ（図４（ｂ）等を参照）が形成されてい
ると共に、その取付凹部２５２ｂ内に第１の不正防止手段たる操作線無効化部材２６０が
収容されるように取付けられている。球送りユニット２５０の操作線無効化部材２６０は
、工具鋼やステンレス等の硬質の金属板により形成されており、後カバー２５２の取付凹
部２５２ａ内に対して後側から脱着可能に取付けられている。なお、ここで、操作線の無
効化とは、操作線を切断又は挟止（挟んで止める）又は絡める（巻き取る）又はホットメ
ルト等で接着する等して不正球の操作が正常に行えない状態にすることをいう。
【００３８】
［第１の不正防止手段（操作線無効化部材）］
　操作線無効化部材２６０は、正面視の外形が左右に延びた長方形状に形成されており、
右辺から左方へ所定距離の間において、上下方向略中央で上下に分離している第一片部２
６１及び第二片部２６２と、第一片部２６１及び第二片部２６２の互いに対向している辺
の先端側（正面視右端側）でＣ面取り状に夫々形成されている傾斜部２６３と、を備えて
いる。操作線無効化部材２６０の第一片部２６１は、操作線無効化部材２６０の平板面に
対して、図４（ａ）において正面視右端が後方へ突出するように屈曲させられている。一
方、第二片部２６２は、操作線無効化部材２６０の平板面と同一面上に延びている。これ
により、平面視において、第一片部２６１と第二片部２６２とによって、右方に向かうに
従ってＶ字状に広がる剪断部２６０ｖを形成している。
【００３９】
　操作線無効化部材２６０は、後カバー２５２の取付凹部２５２ｂに取付けられることで
、第一片部２６１と第二片部２６２とで形成されるＶ字状の剪断部２６０ｖが打球供給口
２５２ａ内と連通した状態となる。
【００４０】
　この操作線無効化部材２６０によれば、柔軟な紐状の操作線（糸、ピアノ線、ワイヤー
あるいはカテーテル等の線状部材）を取付けた不正球（遊技球か又はそれとほぼ同径の球
）を、上皿３２１から球送りユニット２５０を介して球発射装置６８０により遊技領域５
ａ内に打込み、不正球に取付けられた上皿３２１側に出ている操作線を操作して、不正球
を用いて不正な球流路を形成したり、不正球を第一始動口等に出し入れさせるような不正
行為が行われる際に、球発射装置６８０により発射（打球）された不正球の勢いによって
、不正球に取付けられた操作線を、第一片部２６１と第二片部２６２との間に挿入させた
上で、第一片部２６１と第二片部２６２とによって形成された剪断部２６０ｖの狭くなっ
た部位によりハサミのごとくに切断させることができ、そうして操作線を無効化して不正
球を用いた不正行為が行われるのを抑止することができる。なお、球送りユニット２５０
に設けられる第１の不正防止手段としては、上記した形態のものに限らず、他の形態であ
ってもよい。例えば、不正球に取付けられた操作線を切断或は狭止して、不正行為を抑止
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する構成であれば、金属板を上述と異なる形態に屈曲させたり、折り曲げた操作線無効化
部材２６０を設ける構成としてもよいし、不正球に取付けられた操作線を切断或は狭止し
得る形状を有した樹脂成型部材を、金属板に代えて設ける構成としてもよい。
【００４１】
［ファールカバーユニット］
　扉枠ベースユニット１００のファールカバーユニット２７０について、図５乃至図８を
参照して詳細に説明する。図５（ａ）は扉枠ベースユニットのファールカバーユニットを
前から見た斜視図であり、（ｂ）はファールカバーユニットを後ろから見た斜視図である
。また、図６（ａ）はファールカバーユニットを蓋部材を外して前から見た分解斜視図で
あり、（ｂ）はファールカバーユニットを蓋部材を外して後ろから見た分解斜視図である
。更に、図７は、図６（ａ）のＸ－Ｘ線断面図、図８は、一部拡大図を含む図７のＹ－Ｙ
線断面図である。
【００４２】
　ファールカバーユニット２７０は、図示するように、扉枠ベース１１０の後側に取付け
られ前側が開放された浅い箱状のユニット本体２７１と、ユニット本体２７１の前面に取
付けられている平板状の蓋部材２７２と、を備えている。ファールカバーユニット２７０
は、正面視左上隅において前後に貫通しており本体枠４の下部満タン球経路ユニット８６
０の通常誘導路と皿ユニット３２０の球用開口である上皿球供給口３２３ａとを連通させ
る貫通球通路２７３と、貫通球通路２７３の正面視右下側で後方へ向かって開口しており
本体枠４の下部満タン球経路ユニット８６０の満タン誘導路と連通可能な満タン球受口２
７４と、を備えている。
【００４３】
　また、ファールカバーユニット２７０は、満タン球受口２７４の正面視右側で上方へ向
かって開口しており本体枠４の球発射装置６８０により発射されたにも関わらず遊技領域
５ａ内へ到達しなかった遊技球（発射レール６８４と外レール１００１の間に形成された
ファール球落下口１０１３に落下したファール球）を受けるファール球受部２７５と、正
面視右下隅付近で前方へ向かって開口しており満タン球受口２７４及びファール球受部２
７５に受入れられた遊技球を前方へ放出すると共に皿ユニット３２０の球用開口たる下皿
球供給口３２３ｃと連通する球放出口２７６と、該球放出口２７６（厳密には後述する貯
留通路２７７）と前記ファール球受部２７５とをつなぐ連絡通路２７５１と、を備えてい
る。この連絡通路２７５１は、ファール球受部２７５の底壁２７５０の下側に該底壁２７
５０とは逆の勾配にして配設された上部通路壁２７５２と、該上部通路壁２７５２から遊
技球ほぼ１個分の間隔を離して平行に配設された下部通路壁２７５３とからなり、始端部
がファール球受部２７５の底壁２７５０の下傾端部に上向きに開口し、終端部が貯留通路
２７７に対して下向きに開口する。
　なお、発射レール６８４と外レール１００１の間に開設されたファール球落下口１０１
３からファール球受部２７５と連絡通路２７５１と貯留通路２７７を通って球放出口２７
６に至る一連の通路がファール球返却通路であり、これら一連の要素によって返却通路部
１０１４が形成される。
【００４４】
　更に、ファールカバーユニット２７０は、ユニット本体２７１及び蓋部材２７２によっ
て、満タン球受口２７４及びファール球受部２７５と球放出口２７６との間に形成されて
おり所定量の遊技球を貯留可能な広さを有している貯留通路２７７と、貯留通路２７７の
内壁の一部を構成しており下端が回動可能にユニット本体２７１に取付けられている平板
状の可動片２７８と、可動片２７８の貯留通路２７７から遠ざかる方向への回動を検知す
る満タン検知センサ２７９と、可動片２７８を貯留通路２７７の中心側へ付勢しているバ
ネ２８０と、を備えている。
【００４５】
　このファールカバーユニット２７０は、皿ユニット３２０の下皿３２２内が遊技球で一
杯になって、球放出口２７６から遊技球が下皿３２２側へ放出されなくなると、貯留通路
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２７７内にある程度の数の遊技球を貯留することができる。そして、貯留通路２７７内に
ある程度の数の遊技球が貯留されると、遊技球の重さによって可動片２７８の上端がバネ
２８０の付勢力に抗して貯留通路２７７から遠ざかる方向へ移動するように可動片２７８
が回動し、その回動が満タン検知センサ２７９によって検知される。これにより、下皿３
２２が遊技球で満タンになっていると判断することができるため、満タン検知センサ２７
９により満タンが検知されると、これ以上の遊技球の払出しを停止させると共に、その旨
を遊技者や遊技ホールの係員等に報知して、下皿３２２の満タンを解消させるように促す
ことができる。
【００４６】
　また、ファールカバーユニット２７０は、ユニット本体２７１の後側で貫通球通路２７
３の下側に取付けられており、本体枠４の後述する払出ユニット８００における下部満タ
ン球経路ユニット８６０の誘導路開閉扉８６３の作動突部８６３ｅが当接可能な扉開閉当
接部２８１を備えている（図１０８を参照）。扉開閉当接部２８１は、後面が下方へ向か
うに従って前方へ移動するように傾斜している。この扉開閉当接部２８１は、本体枠４に
対して扉枠３を閉じると、誘導路扉部材８６３の作動突部８６３ｅが当接するように形成
されている。この扉開閉当接部２８１に誘導路開閉部８６３の作動突部８６３ｅが当接す
ることで、誘導路扉部材８６３が回動して通常誘導路及び満タン誘導路の下流端（前側開
口）を開放させることができる。
【００４７】
　また、ファールカバーユニット２７０には、前記操作線Ｌを取付けた不正球Ｑによる不
正を抑止するための第２の不正防止手段たる操作線無効化部材２６００が設けられ、同じ
く前記発射レール６８４と外レール１００１の間に開設されたファール球落下口１０１３
には第３の不正防止手段たる操作線無効化部材２６００Ｈ，２６００Ｓが設けられている
。
【００４８】
［第２の不正防止手段（操作線無効化部材）］
　ファールカバーユニット２７０に設けられた第２の操作線無効化部材２６００は、連絡
通路２７５１の上部通路壁２７５２とファール球受部２７５の底壁２７５０との間の内部
空間であって、図８拡大図に示したようにユニット本体２７１の取付孔２７１ｈ及び蓋部
材２７２の取付孔２７２ｈに両横の凸部２６０１が嵌合支持され且つ上部通路壁２７５２
の上面に固着（接着）して取り付けられ、さらに、安全上の配慮から従業員や遊技機組立
作業員等の手が接触困難なように、ユニット本体２７１及び蓋部材２７２によって外部か
らカバーして収容されている。
　具体的な操作線無効化部材２６００は、前記球送りユニット２５０に設けられた前記操
作線無効化部材２６０と同等の構成要素を備えており、図４の屈曲した第一片部２６１に
相当する第一片部２６１０と、真っ直ぐな第二片部２６２に相当する前記凸部２６０１か
ら延設された第二片部２６２０とによって、連絡通路２７５１の球の流下方向と対向する
向きに開口するＶ字状の剪断部２６００ｖが形成されている。
　なお、実施形態のファールカバーユニット２７０は、図８拡大図に示したように、操作
線無効化部材２６００の前記Ｖ字状の剪断部２６００ｖの中心が、ファールカバーユニッ
ト２７０を構成する蓋部材２７２の内面とほぼ面一になるように配設されると共にファー
ル球受部２７５の底壁２７５０と連絡通路２７５１の上部通路壁２７５２との折り返し部
分に操作線無効化部材２６００の剪断部２６００ｖに向けて操作線Ｌを誘導し得るテーパ
状の誘導部２７５４が設けられている。具体的にはファール球受部２７５の底壁２７５０
は、その上面を遊技球が流下するに必要な面幅を有しつつ、上部通路壁２７５２との折り
返し部分に、蓋部材２７２側に向けて操作線無効化部材２６００側に下る第一の傾斜部２
７５４ａと、その第一の傾斜部２７５４ａに連続するように蓋部材２７２沿いに操作線無
効化部材２６００の剪断部２６００ｖに向かって幅が狭くなる先窄み形状（操作線Ｌを捕
獲し得る形状）の第二の傾斜部２７５４ｂと、からなるテーパ状の誘導部２７５４を有し
ている。そして、この誘導部２７５４に不正球Ｑの転がりや外部からの引張りで張力を受
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けた操作線Ｌが巻回状に摺接すると、操作線Ｌに加わる張力によって前記第一の傾斜部２
７５４ａから第二の傾斜部２７５４ｂを滑るようにして該操作線Ｌが操作線無効化部材２
６００に誘導される。これにより、操作線Ｌを操作線無効化部材２６００で確実に捉える
ことができる。このようにして正常なファール球の円滑な流下と、不正球Ｑに取り付けら
れた操作線Ｌの誘導を担っている。なお、操作線Ｌをより捕獲しやすくするために、誘導
部２７５４の第一の傾斜部２７５４ａと第二の傾斜部２７５４ｂの角部を湾曲状に形成し
ておくようにしてもよい。
【００４９】
　ファールカバーユニット２７０に設けられた第２の操作線無効化部材２６００は以上の
ように構成されているため、下皿球供給口３２３ｃから遊技領域５ａに連通する空間を用
いて、操作線Ｌを取付けた不正球Ｑを遊技領域５ａに侵入させるとともに、下皿球供給口
３２３ｃ側に出ている操作線Ｌを操作して、不正球Ｑを用いて不正な球流路を形成したり
、不正球Ｑを第一始動口等に出し入れさせるような不正行為を抑止することができる。
　例えば、下皿球供給口３２３ｃからセル板等の専用工具を使って不正球Ｑを返却通路部
１０１４に押し込んで逆流させて球発射装置６８０の発射位置に送り込むような不正行為
（以下「不正行為Ａ」という。）が行われた場合、不正球Ｑが連絡通路２７５１の上部通
路壁２７５２とファール球受部２７５の底壁２７５０との折り返し部分を越えて発射レー
ル６８４の発射位置に向かうと、それに引っ張られて（張力が負荷されて）操作線Ｌが同
折り返し部分に沿ってＵターン状に回り込む。そうすると操作線Ｌが、誘導部２７５４の
テーパに沿って操作線無効化部材２６００に案内され、第一片部２６１０と第二片部２６
２０によるＶ字状の剪断部２６００ｖに入り込んで最終的に切断され、結果的に操作線Ｌ
が操作できなくなるから不正球Ｑを用いた不正行為を抑止することが可能となる。
　また、操作線Ｌに複数の不正球Ｑをつなげてそのうちの１つを打球供給口２５２ａから
発射位置に送り込み、それを意図的にファール球にして、球用開口である下皿球供給口３
２３ｃからファール球となった不正球に繋げられた操作線Ｌを掴んで後続の不正球Ｑを遊
技領域５ａに発射する不正行為（以下「不正行為Ｂ」という。）が行われた場合にも、連
絡通路２７５１の上部通路壁２７５２とファール球受部２７５の底壁２７５０との折り返
し部分に存在する操作線Ｌが、後続の不正球Ｑの発射により引っ張られて（張力が負荷さ
れて）操作線Ｌが同折り返し部分に押し付けられ、上記と同様に操作線Ｌが剪断部２６０
０ｖに入り込んで切断され、結果的に操作線Ｌが操作できなくなるから不正球Ｑを用いた
不正行為を抑止することが可能となる。なお、図７、図８は、不正行為Ｂが行われた場合
を想定した説明図である。また、上記した不正行為Ｂに対しては、第１の不正防止手段た
る操作線無効化部材２６０等がファール球となる不正球Ｑに十分に効果を発揮できない可
能性（例えば、ファール球となる程度の強さで不正球Ｑが発射されても操作線Ｌが第１の
不正防止手段で無効化されない可能性）もあるため、本実施形態は、第１の不正防止手段
による不正対策を補強する効果も有している。このため、不正行為Ｂを対象にする場合に
は、第１、第２の不正防止手段たる操作線無効化部材２６０，２６００、さらには後述す
る第３の不正防止手段たる操作線無効化部材２６００Ｈ，２６００Ｓを適宜併用すること
が好ましい。
【００５０】
　ところで上記した第１、第２の不正防止手段たる操作線無効化部材２６０，２６００は
、剪断部２６０ｖ，２６００ｖによって操作線Ｌを切断して無効化するものであるが、操
作線Ｌを挟止させる、すなわち操作線Ｌを例えば二枚の金属板２６１１，２６２２間に挟
み込んで柔軟な操作線Ｌを押し引き不能又は押し引き困難な状態にして操作線Ｌに繋がる
不正球Ｑを容易に操作できないように無効化するようにしてもよい。
【００５１】
　具体的には、例えば図９、図１０に示したように操作線無効化部材２６００を図９拡大
図の斜線部で接合した二枚の金属板２６１１，２６２２で形成し、該金属板２６１１，２
６２２の先端の非接合部前半をＶ字状に拡開させて導入案内部２６３３とし、非接合部後
半を挟止部２６４４とする。このような操作線無効化部材２６００は、蓋部材２７２の内
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面に固着して取り付けられ、さらに、安全上の配慮から従業員や遊技機組立者等の手に接
触困難なように、ユニット本体２７１及び蓋部材２７２によって外部からカバーして収容
されている。
　かかる操作線無効化部材２６００によれば、図１０拡大図に示したように操作線Ｌが、
不正球Ｑに引っ張られて連絡通路２７５１の上部通路壁２７５２とファール球受部２７５
の底壁２７５０との折り返し部分をＵターン状に回り込むとき、同折り返し部分の誘導部
２７５４のテーパに沿って操作線無効化部材２６００に案内され、金属板２６１１と金属
板２６２２の非接合部後半の挟止部２６４４によってピンセットのごとくに挟まれて挟止
される。
　これにより、前述した不正行為Ａにより下皿球供給口３２３ｃから逆流した不正球Ｑが
発射レール６８４の発射位置に到達すること、或は、不正行為Ｂにより意図的にファール
球にした不正球Ｑが球用開口である下皿球供給口３２３ｃに到達することを抑制すること
が可能になると共に、仮にそこまで到達したとしても、操作線Ｌが操作線無効化部材２６
００に挟まれた状態にあるため、下皿球供給口３２３ｃから柔軟な操作線Ｌをいくら押し
入れようとしてもそこで弛むのみであって結果的に操作線Ｌの繰り出し量が調整できない
（遊技領域５ａにぶら下がった不正球Ｑの高さが調整できない）ようになるから不正球Ｑ
を用いた不正行為を抑止することが可能となる。
　なお、上述した実施形態では、二枚の金属板２６１１，２６２２の先端の非接合部前半
をＶ字状に拡開させて導入案内部２６３３とし、非接合部後半を挟止部２６４４とする構
成としたが、これに代えて、一枚の金属板を板面を重ねるように折り曲げて、折り曲がっ
た一方の板面の先端部分をＶ字状に拡開させて導入案内部２６３３（誘導部）とし、両板
面の挟幅部分を挟止部２６４４とする構成としてもよい。これにより、上述の不正抑止効
果と同様の効果を奏しつつ、金属板の部品点数を減らすことによる組付作業効率を向上さ
せることができる。
【００５２】
　また、操作線Ｌを挟止させる操作線無効化部材２６００は、図示しないが図１０の第二
の傾斜部２７５４ｂの隙間に両面テープを設置するか或は硬化しない性質の粘着剤を充填
するなどして粘着部を形成し、そうして第二の傾斜部２７５４ｂに誘導された操作線Ｌが
該粘着部に接着されて動けなくなるようにしてもよい。
【００５３】
　また、操作線Ｌを挟止させる操作線無効化部材２６００は、二枚の金属板２６１１，２
６２２からなる上記のものを、図１１に示したようにコイルスプリングに変更し、このコ
イルスプリングを、前記誘導部２７５４の第二の傾斜部２７５４ｂの誘導方向と自己の中
心軸線とが略直交するように設置して形成してもよい。かかるコイルスプリングの隣合う
コイル同士の間に第二の傾斜部２７５４ｂで案内された操作線Ｌが嵌り込んで挟止される
。
　なお、コイルスプリングは、引張りコイルスプリングや捩りコイルスプリングのような
無荷重時に隣合うコイル同士が当接している構造のものが、圧縮コイルスプリングのよう
に圧縮状態にして設置する必要があるものに比べて設置作業上有利である。
　また、コイルスプリングは、無荷重時の真っ直ぐな状態で設置してももちろんよいが、
図１１に示したように操作線Ｌの進入側のコイル同士が若干拡開する向きに湾曲させて設
置する方が、操作線Ｌの進入が円滑になるため好ましい。
　このように操作線無効化部材２６００をコイルスプリングで形成した場合には、安価に
製造できるため低コストにすることができる。
【００５４】
　また、上記の操作線無効化部材２６００に対し、球用開口（下皿球供給口３２３ｃ）か
らセル板等の異物を差し込んで該セル板で操作線無効化部材２６００への誘導部２７５４
を塞ごうとするさらなる不正工作が考えられるが、これに対応すべく上述した実施形態で
は、ファール球の返却通路部１０１４の進路変更部分（本実施形態では下皿球供給口３２
３ｃ直上に対応する部分）に、かかるセル板（異物）が入り込むスリット１０１５を形成
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している（図６、図７参照）。これにより、球用開口（下皿球供給口３２３ｃ）から異物
を差し込んで誘導部２７５４を塞ごうとするさらなる不正工作も抑止することができる。
なお、球用開口（下皿球供給口３２３ｃ）からセル板等の異物を差し込んで誘導部２７５
４を塞ごうとする不正工作の対応としては、上述のスリット１０１５のようにセル板等の
異物を取り込む取り込み口を形成するものに限らず、図７に二点鎖線で示したように、セ
ル板等の異物を衝突させて誘導部２７５４までの到達を阻害する突起状の障害部１０１６
を設ける構成として、さらに高度な不正防止が達成できるようにしてもよい。
【００５５】
　また、これまで説明した第１、第２の操作線無効化部材２６０，２６００は、操作線Ｌ
の進入を待って無効化する静的構造になっているが、図１７、図１８、図１９、図２０、
図２１に示したように、不正球Ｑの存在によって操作線Ｌを積極的に無効化する動的な操
作線無効化部材２６００Ｄにしてもよい。
【００５６】
　図１７、図１８、図１９は、動的な操作線無効化部材２６００Ｄの一つの具体例を示し
たものであり、その操作線無効化部材２６００Ｄは、ファール球返却通路（返却通路部１
０１４）の進路変更部（下皿球供給口３２３ｃ直上に対応する角部）に揺動可能に軸着さ
れている。
【００５７】
　すなわち、操作線無効化部材２６００Ｄは、図１７において、水平な板状の球受部２６
４５と、該球受部２６４５の右端に垂直に突設した板状の無効化部２６４６と、球受部２
６４５と無効化部２６４６が交わる角部に形成した軸孔２６４７と、無効化部２６４６の
上縁から右側に突設された前記軸孔２６４７を中心とする弧状の球止部２６４８と、を有
し、前記軸孔２６４７にファールカバーユニット２７０に植設された支持軸２６４９が回
転自在に挿通されていて、図１８（ａ）の球受け姿勢から反時計回りに約９０゜回転した
図１８（ｂ）のリリース姿勢に揺動し得る。また、操作線無効化部材２６００Ｄには、前
記球受部２６４５と無効化部２６４６の軸孔２６４７を挟んだ反対側にバランスウェイト
２６５０が設けられており、該バランスウェイト２６５０の付勢によって球受部２６４５
に外力（具体的には遊技球１個分の荷重）が作用しない状態で図１８（ａ）の球受け姿勢
が保たれ、一方、球受部２６４５に遊技球１個分の荷重が作用したとき図１８（ｂ）のリ
リース姿勢に揺動するようになっている。
　また、操作線無効化部材２６００Ｄの無効化部２６４６の端縁は、軸孔２６４７を中心
に旋回してファール球返却通路（返却通路部１０１４）を横切る交差辺部２６５１になっ
ており、操作線無効化部材２６００Ｄが図１８（ｂ）のリリース姿勢に揺動したとき該交
差辺部２６５１がファール球返却通路の受部２６５２に嵌まるようになっている。
【００５８】
　以上の動的な操作線無効化部材２６００Ｄを備えたファールカバーユニット２７０に通
常のファール球が流入した場合は、該ファール球が図１８（ａ）のようにファール球返却
通路の連絡通路２７５１を流下し、進路変更部で下向きに進路を変えた直後に球受け姿勢
にある操作線無効化部材２６００Ｄの球受部２６４５に載る。このファール球の荷重によ
り操作線無効化部材２６００Ｄが支持軸２６４９を中心に反時計回りに回動して図１８（
ｂ）のリリース姿勢に変わる。そうすると操作線無効化部材２６００Ｄの球受部２６４５
に載っていたファール球が下流の貯留通路２７７に放出されるため、該ファール球から解
放された操作線無効化部材２６００Ｄがバランスウェイト２６５０の付勢により元の球受
け姿勢に復動する。
　なお、まれに複数のファール球が一度に発生する場合があるが、そうした場合でも先の
ファール球が操作線無効化部材２６００Ｄで処理される間、後のファール球が図１８（ｂ
）のように弧状の球止部２６４８で止められ、操作線無効化部材２６００Ｄが復動してか
ら続けて処理される。したがってファール球が複数個同時に発生しても、一個ずつ順番に
支障なく処理することができる。
【００５９】
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　次に、動的な操作線無効化部材２６００Ｄを備えたファールカバーユニット２７０に上
記した不正行為Ｂ（操作線Ｌに複数の不正球Ｑをつなげてそのうちの１つを打球供給口２
５２ａから発射位置に送り込み、その不正球を意図的にファール球にして球用開口である
下皿球供給口３２３ｃから取り出し、さらにその不正球に繋げられた操作線Ｌを掴んで後
続の不正球Ｑを遊技領域５ａに発射する不正行為）による不正球Ｑが流入した場合は、該
不正球Ｑが図１９（ａ）のように連絡通路２７５１を流下し、進路変更部で下向きに進路
を変えた直後に球受け姿勢にある操作線無効化部材２６００Ｄの球受部２６４５に載る。
そしてこの不正球Ｑの荷重により操作線無効化部材２６００Ｄが支持軸２６４９を中心に
反時計回りに回動して図１９（ｂ）のリリース姿勢に変わる。このとき操作線無効化部材
２６００Ｄの無効化部２６４６も回動し、その端縁の交差辺部２６５１がファール球返却
通路を横切って通路側の受部２６５２に嵌まるが、交差辺部２６５１がファール球返却通
路を横切る際、そこを通る操作線Ｌも当然に横切るため、該操作線Ｌが図１９（ｂ）のよ
うに交差辺部２６５１と受部２６５２の間に挟まって動けない状態（挟止）になる。そう
すると操作線Ｌに繋がっている不正球Ｑが落下不能になるため、操作線無効化部材２６０
０Ｄの球受部２６４５が不正球Ｑから解放されずにリリース姿勢を継続することになる。
もちろん操作線無効化部材２６００Ｄは、球用開口たる下皿球供給口３２３ｃから手を入
れても届かない位置にあるため、この位置に止まる不正球Ｑが外部から取り出されるおそ
れはない。
　なお、交差辺部２６５１と受部２６５２の間で操作線Ｌを蛇行させるなどして操作線Ｌ
の逆進が困難になるようにしておけば、操作線無効化部材２６００Ｄに捕捉された状態の
不正球Ｑを打球供給口２５２ａ側に引き戻すことも困難になる。これにより操作線無効化
部材２６００Ｄに残った不正球Ｑを証拠球として保存・回収することができる。
【００６０】
　以上の動的な操作線無効化部材２６００Ｄは、不正球Ｑの自重を利用したものであるが
、該操作線無効化部材２６００Ｄを図２０に示したように電動駆動手段で作動させるよう
にしてもよい。
　すなわち図２０の操作線無効化部材２６００Ｄは、前記のバランスウェイト２６５０を
設けた部分に電動駆動手段たるソレノイド２６５３のプランジャ２６５４を連結すると共
に操作線無効化部材２６００Ｄの無効化部２６４６に球検出器２６５５を設けてなり、球
受部２６４５に遊技球が載ってそれが球検出器２６５５によって検出されるとソレノイド
２６５３のプランジャ２６５４が上昇して操作線無効化部材２６００Ｄが球受け姿勢から
リリース姿勢に変化し、また、球受部２６４５から遊技球が放出されてそれが球検出器２
６５５によって検出（遊技球有りから無しへの信号の変化）されるとソレノイド２６５３
のプランジャ２６５４が下降して操作線無効化部材２６００Ｄがリリース姿勢から球受け
姿勢に復動するようになっている。
　斯かる操作線無効化部材２６００Ｄの球受部２６４５に正常なファール球が載った場合
は、ファール球の発生と放出が球検出器２６５５の信号の変化によって検出され、それを
受けてソレノイド２６５３が適宜作動するため、自重利用の操作線無効化部材２６００Ｄ
と同様にファール球が一個ずつ処理される。
　一方、操作線無効化部材２６００Ｄの球受部２６４５に不正球Ｑが載った場合は、不正
球Ｑが球検出器２６５５で検出されるため、ソレノイド２６５３のプランジャ２６５４が
上昇して操作線無効化部材２６００Ｄが不正球Ｑを伴ってリリース姿勢に変化するものの
、上記のように操作線Ｌが無効化部２６４６の交差辺部２６５１と受部２６５２に挟止さ
れて不正球Ｑが落下せず、球検出器２６５５から放出の信号が発せられないため、ソレノ
イド２６５３のプランジャ２６５４が上昇位置に止まる。よって不正球Ｑが狙った球用開
口から取り出せないため、不正を未然に防止することができる。
【００６１】
　なお、上記した動的な操作線無効化部材２６００Ｄは、無効化部２６４６の交差辺部２
６５１及び／又は受部２６５２に切断刃を設けておくことにより、操作線Ｌを切断して無
効化することができる。また、実施形態の操作線無効化部材２６００Ｄは、球受部２６４
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５が返却通路部１０４を塞いだ状態で球用開口側からの不正球Ｑの侵入を阻止する機能を
有するため、後述する不正球逆進防止手段として利用することもできる。よって、より高
い不正防止機能を発揮する。
　また、動的な操作線無効化部材２６００Ｄは、上記の構成以外にも、例えば無効化部を
、直線的に進退して連絡通路２７５１を開閉するシャッター板構造に形成すると共にその
シャッター板の先端をファール球返却通路を横切る交差辺部となし、また、連絡通路２７
５１の流路の途中であって前記交差辺部の可動領域より下流に球検出器を設置すると共に
交差辺部の可動領域を通過した後の不正球Ｑを該球検出器で検出して無効化部を作動させ
るようになし、そうして連絡通路２７５１を横切った交差辺部で操作線Ｌを挟止又は切断
させるようにしてもよい。
　また、上記した動的な操作線無効化部材２６００Ｄは、球送りユニット２５０の第１の
操作線無効化部材２６０に適用することもできる。具体的には、球送りユニット２５０に
設けられている球送ソレノイド２５５を操作線無効化部材２６００Ｄのソレノイド２６５
３に置き換え、球送り部材２５４を操作線無効化部材２６００Ｄに置き換える。この場合
、不正球Ｑが球送りユニット２５０内に止まって球発射装置６５０へ供給されなくなるた
め、不正抑止効果を確実に高めることができる。
【００６２】
　また、図２１は、動的な操作線無効化部材２６００Ｄであって、操作線Ｌを巻き取って
無効化するものである。
　すなわち、この操作線無効化部材２６００Ｄは、ファールカバーユニット２７０の連絡
通路２７５１内に該通路と直交する向きの回転軸２６５６を中心に回転し得るように取り
付けられた角リング状の無効化部２６４６と、該無効化部２６４６を回転させる電動駆動
手段たるモーター２６５７と、該無効化部２６４６の連絡通路２７５１を横切る横棒を交
差辺部２６５１として該交差辺部２６５１の可動（回転）領域より下流に設けられた球検
出器２６５５と、からなり、該球検出器２６５５でファール球が検出される度に無効化部
２６４６を１回転させるようにしたものである。
　斯かる操作線無効化部材２６００Ｄを備えたファールカバーユニット２７０に通常のフ
ァール球が流入した場合は、該ファール球が連絡通路２７５１に入って無効化部２６４６
を潜り抜け、そのファール球が球検出器２６５５で検出されることで無効化部２６４６が
１回空回りするが、ファール球はそのまま流下して球用開口から外部に放出される。
　一方、この操作線無効化部材２６００Ｄを備えたファールカバーユニット２７０に上記
した不正行為Ｂによる不正球Ｑが流入した場合は、不正球Ｑが無効化部２６４６を潜った
時点で操作線Ｌも無効化部２６４６を通るため、不正球Ｑが球検出器２６５５で検出され
て無効化部２６４６が１回転すると操作線Ｌが無効化部２６４６に巻き付く。したがって
不正球Ｑが連絡通路２７５１内に止まるため、不正者の手に渡るおそれがない。
　なお、不正球Ｑを検出する球検出器２６５５は、不正球Ｑに付された操作線Ｌの張力を
受けて変位するものでもよく、そうした場合は、不正球Ｑを確実に検出することができる
ため、前記した操作線Ｌを巻き取る操作線無効化部材２６００Ｄの無駄な空回しをなくす
ることができる。
【００６３】
　以上、動的な操作線無効化部材に関する実施形態の説明には、次のような技術的思想が
含まれる。
　「遊技球で遊技を行う遊技領域と、
　遊技球を発射する球発射装置と、
　前記球発射装置の発射位置から前記遊技領域に連通する発射球通路を形成する発射通路
部と、
　前記発射球通路の途中に開設されたファール球落下口と機前の外部に遊技球を放出する
球用開口とを結ぶファール球返却通路を形成する返却通路部と、
　不正球に付された操作線の機前からの操作を防止し得る不正防止手段と、を備え、
　前記不正防止手段は、前記操作線を挟止又は切断又は巻き取って無効化する操作線無効
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化部材であり、
　該操作線無効化部材は、遊技球の前記ファール球返却通路を横切る交差辺部を備えると
共に前記不正球が該交差辺部の可動領域を通過した後に該交差辺部を作動させて前記ファ
ール球返却通路を横切らせるようになし、そうして前記交差辺部で前記ファール球返却通
路を通る前記操作線を挟止又は切断又は巻き取って無効化するものであることを特徴とす
る遊技機。」
【００６４】
［第３の不正防止手段（操作線無効化部材）］
　次に、前記したファール球落下口１０１３に設けられた第３の不正防止手段は、図２Ａ
、図２Ｂ、図７、図１５、図１６に示したように、発射レール６８４の端部（終端部）に
設けられた操作線無効化部材２６００Ｈと外レール１００１の端部（具体的には樹脂製の
レール基台１００１ｘ）に設けられた操作線無効化部材２６００Ｓとからなる。
【００６５】
　発射レール６８４の飛び出し側の端部に設けられた操作線無効化部材２６００Ｈは、鋭
利な切断刃であり、その刃先に作業者の手が直接触れないように金属製の三角プレートを
櫛歯状に並べた安全カバー部１０１７でカバーしてなる。なお、切断刃は、この安全カバ
ー部１０１７によって支持されている。
　したがって、前記のように、下皿球供給口３２３ｃからセル板等の専用工具を使って不
正球Ｑを返却通路部１０１４に押し込んで逆流させ、球発射装置６８０の発射位置に送り
込むような不正行為Ａが行われた場合、不正球Ｑが発射レール６８４の端部に載って傾斜
により転がって発射位置に向かうと、それに引っ張られて（張力が負荷されて）操作線Ｌ
が操作線無効化部材２６００Ｈの切断刃に触れて切断される。よって操作線Ｌが操作でき
なくなる。
　また、操作線Ｌに複数の不正球Ｑをつなげてそのうちの１つを打球供給口２５２ａから
発射位置に送り込み、それを意図的にファール球にして球用開口である下皿球供給口３２
３ｃから不正球Ｑに繋げられた操作線Ｌを掴んで後続の不正球Ｑを遊技領域５ａに発射す
る不正行為Ｂが行われた場合にも、不正球Ｑがファール球となって返却通路部１０１４を
落下する過程で操作線Ｌが操作線無効化部材２６００Ｈの切断刃に触れるため、その段階
で切断される。よって操作線Ｌが操作できなくなる。
【００６６】
　一方、外レール１００１を構成する樹脂製のレール基台１００１ｘに設けられた操作線
無効化部材２６００Ｓは、図２Ａ、図７及び図１５に示したように硬質樹脂製の線材をブ
ラシ状に多数突設してなる。
　かかる操作線無効化部材２６００Ｓによれば、仮に不正球Ｑが遊技領域５ａに到達して
操作線Ｌにつながった状態でぶら下がり、その操作線Ｌの端を球用開口である下皿球供給
口３２３ｃを介して不正者が掴んでいるとしても、遊技領域５ａの不正球Ｑを上昇させる
べく操作線Ｌを外部から引っ張ったとき、その張力により操作線Ｌが操作線無効化部材２
６００Ｓの線材同士の間に入り込むため、その後、不正球Ｑを下降させるべく操作線Ｌを
操る手の力を緩めても、操作線Ｌが操作線無効化部材２６００Ｓの線材群から受ける抵抗
で滑りにくくなっているから緩めた手の動きが不正球Ｑに伝わらない。つまり遊技領域５
ａにある不正球Ｑが下げられないため、結果的に不正球Ｑを用いた不正行為を抑止するこ
とができる。
【００６７】
　このように第３の不正防止手段は、不正行為Ａ、Ｂの初期段階で発射レール６８４側の
操作線無効化部材２６００Ｈが効果を発揮し、また、仮にそれが破られたとしても外レー
ル１００１側の操作線無効化部材２６００Ｓが効果を発揮するため、より高度な不正防止
効果が得られる。
　なお、操作線無効化部材２６００Ｈ，２６００Ｓの何れか一方を単独で使用することも
もちろん可能であり、また、操作線無効化部材２６００Ｈと操作線無効化部材２６００Ｓ
の具体的な無効化部材も実施形態同士で入れ替えたり、同じ無効化部材を採用してもよい
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。
　また、操作線無効化部材２６００Ｈ，２６００Ｓを実施形態のように別部品化して発射
レール６８４や外レール１００１に取り付ける場合の他、例えば発射レール６８４を構成
する金属板を適宜加工して操作線無効化部材２６００Ｈを一体に形成したり、或は外レー
ル１００１を構成する樹脂製のレール基台１００１ｘに線材を一体成形するか、または該
レール基台１００１ｘの角部に図２ＢのようにＶ溝状の挟止部２６００Ｓｖを刻設し該挟
止部２６００Ｓｖの溝奥に操作線Ｌを誘引して挟止するようにしてもよい。
　さらにまた、外レール１００１の操作線無効化部材２６００Ｓを、図１６に示したよう
に第２の操作線無効化部材２６００と同じ構成、例えば図９、図１０で説明した二枚の金
属板２６１１，２６２２で形成し、外レール１００１のレール基台１００１ｘに第一の傾
斜部２７５４ａと第二の傾斜部２７５４ｂとからなる誘導部２７５４を設ける構成にして
もよい。
【００６８】
　以上、不正球Ｑに取り付けられた操作線Ｌを無効化する第２の操作線無効化部材２６０
０を返却通路部１０１４に設ける実施形態について、また、同じく第３の操作線無効化部
材２６００をファール球落下口１０１３に設ける実施形態について説明したが、もちろん
本発明は上記実施形態に限定されるものではない。
　例えば、上記実施形態では操作線無効化部材２６００をファール球受部２７５の底壁２
７５０と連絡通路２７５１の上部通路壁２７５２との折り返し部分、つまり連絡通路２７
５１の入口部分に設けたが、当該操作線無効化部材２６００を連絡通路２７５１の出口部
分（図７矢示ｚ参照）に設けたり、図６（ａ）の球放出口２７６の後面側に設けたり、フ
ァール球落下口１０１３を構成する外レール１００１の始端部と発射レール６８４の終端
部のそれぞれに設ける等、操作線Ｌが返却通路部１０１４の一部に当接して屈曲する部位
であって操作線Ｌが不正球Ｑの重量等と不正者による引張り力とによる張力を受けて真っ
直ぐ張ろうとした場合に押圧力を受ける部位であることを条件として、返却通路部１０１
４内のどの位置に設けるようにしてもよい。なお、実施形態の操作線無効化部材２６００
の設置位置は、球用開口から遊技者が指先を挿入しても触れることができない位置として
おり、この位置が、遊技者の安全面及び操作線無効化部材２６００自体に対する不正工作
が困難になる防犯面を考慮すると好ましい。
【００６９】
　また、実施形態では操作線無効化部材２６００を連絡通路２７５１の一方に片寄せて設
けるようにしたが、図１２（ａ），（ｂ）のように通路幅一杯に操作線無効化部材２６０
０として切断刃を配置するようにしてもよい。なお、図１２（ａ），（ｂ）では、ファー
ル球受部２７５の底壁２７５０の終端部分と連絡通路２７５１の始端部分を櫛歯状の安全
カバー部１０１７にして切断刃の刃先が作業者に触れないようになっている。この場合の
操作線無効化部材２６００の切断刃は、周知の折れ刃構造又はチップ構造のものを使用し
、これを上部通路壁２７５２の上面の鞘状ホルダー部１０１８に設置すると共にユニット
本体２７１と蓋部材２７２の夫々に装填口１０１９と排出口１０２０を設け、そうして切
断刃をところてん式に押し出して新旧交換し得るようにすれば、常にシャープな切れ味を
持続させることができる。
　その他、図１２（ａ），（ｂ）において符合１０２１は、前記安全カバー部１０１７の
谷部に切り込んだ操作線Ｌ用の挟止割線部であり、該挟止割線部１０２１に操作線Ｌが食
い込み得るようになっている。したがって、もし仮に切断刃の操作線無効化部材２６００
が操作線Ｌの切断に失敗したとしても、底壁２７５０等の前記挟止割線部１０２１に操作
線Ｌが食い込み得るため、不正防止の確実性が向上する。
【００７０】
　また、上述の実施形態ではファール球が下皿に返却される例を示したが、ファール球が
上皿（下皿がない場合を含む）に返却される構造の遊技機もあり、こうした遊技機の場合
、上皿球供給口（球用開口）から遊技領域５ａに連通する空間を用いて、操作線Ｌを取付
けた不正球Ｑを遊技領域５ａに侵入させる不正行為（上述した不正行為Ａ、Ｂに類似する
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不正行為）が行われる虞がある。こうした遊技機の場合には、上皿球供給口から遊技領域
５ａに連通する空間に位置するファール返却通路の所定部位に、上述した実施例と同様に
第２の不正防止手段を設けることが例示できる。
【００７１】
　また、上述の実施形態では、返却通路部１０１４を構成するファールカバーユニット２
７０を扉枠３側に設けたが、該ファールカバーユニット２７０は本体枠４側に設けてもよ
い。これにより、装飾変更等により扉枠３側だけを交換する際にも、第２の不正防止手段
を有するファールカバーユニット２７０を流用することが可能になる。
【００７２】
　また、上述の実施形態では、返却通路部１０１４を構成するファールカバーユニット２
７０に第２の不正防止手段を一つ設けるようにしたが、複数設けるようにしてもよい。例
えば、返却通路部１０１４に上述した実施形態の折り返し部分のような屈曲部が複数形成
される通路構成の場合、屈曲部の各々に（折り返し部分の各々に）、上述した実施形態の
ような第２の不正防止手段を設けるようにしてもよい。これにより、不正球Ｑを用いた不
正行為の抑止効果を一層高めることが可能となる。
【００７３】
　また、上述の実施形態では、返却通路部１０１４を構成するファールカバーユニット２
７０に第２の不正防止手段として金属板を設けるようにしたが、金属板でなく同様の構成
の樹脂成型物を設けるものとしたり、あるいは、ファールカバーユニット２７０の成型そ
のものを特殊な形状として第２の不正防止手段として機能し得るようにしてもよい。例え
ば、前述した実施形態における第２の不正防止手段である金属板を設けず、代わりに、フ
ァール球受部２７５の底壁２７５０と連絡通路２７５１の上部通路壁２７５２との折り返
し部分に設けられるテーパ状の誘導部２７５４の最も幅が狭い部分（最狭部分）で操作線
Ｌを捕獲し得るように、返却通路部１０１４を構成する樹脂成型部品にスリット状の捕獲
部を形成するようにしておき、この誘導部２７５４の最狭部分である捕獲部で不正球Ｑに
取り付けられた操作線Ｌが挟止される構成としてもよい。このような構成でも、上述した
実施形態と同等の不正抑止効果を奏することができる。
【００７４】
　また、上述の実施形態では不正球Ｑに取り付けられた操作線Ｌを操作線無効化部材２６
００によって切断又は挟止するようにしたが、上述した不正行為Ａの対策に特化したもの
として、図１３，図１４，図１７では、正常なファール球の流下に影響を与えることなく
、球用開口からの不正球Ｑの侵入を阻止する（不正球Ｑの逆進・逆流を阻止する）不正球
逆進防止手段を設けることによって、不正球Ｑによる不正を防止するようにしている。
　具体的には、図１３のように、返却通路部１０１４の進路変更部（下皿球供給口３２３
ｃ直上に対応する部分）に、例えば不正球Ｑを押し込むセル板（異物）のような専用工具
だけでなく、不正球Ｑそのものを別通路に誘引して動きを封じるための誘引部１０２２を
設けることが例示できる（第１の不正球逆進防止手段）。これにより、正常なファール球
の流下に影響を与えることなく、上述した不正行為Ａのような不正球Ｑを逆流させる不正
行為を抑止できる。加えて、誘引部１０２２の入口部分に、逆流した不正球Ｑの該誘引部
１０２２への侵入方向にのみ揺動可能な捕獲弁（誘引部１０２２への侵入を許容し、且つ
、誘引部１０２２からの離脱を不能とする片開き式の弁、図示省略）を設けるようにして
もよく、これにより不正球Ｑを使用した痕跡、不正行為を行った証拠を残すことができる
。
　また、図１４のように、返却通路部１０１４の所定部位に遊技球の流下方向にのみ揺動
可能な逆止弁１０２３を設けて、不正球Ｑの逆進（逆流）を阻止することが例示できる（
第２の不正球逆進防止手段）。このような構成によっても、正常なファール球の流下に影
響を与えることなく、上述した不正行為Ａのような不正球Ｑを逆流させる不正行為を抑止
できる。なお、図１７の操作線無効化部材２６００Ｄも一種の逆止弁であり、前記逆止弁
１０２３と同様な効果を発揮する。
　また、上記した静的な操作線無効化部材と動的な操作線無効化部材は、両方を兼ね備え
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るようにしてももちろんよい。
【００７５】
［遊技盤の全体構成］
　次に、パチンコ機１の遊技盤５の全体構成について、図２２乃至図４２を参照して詳細
に説明する。
　前記のように遊技盤５は、図１、図２、図２５、図２６等に示したように外レール１０
０１と内レール１００２で区画された遊技領域５ａを有する遊技パネル１１００と、該遊
技パネル１１００の裏側に設けられる演出ユニット１２００と、を備えている。
【００７６】
［遊技パネル］
　遊技パネル１１００は、外レール１００１と内レール１００２を有する枠状の前構成部
材１０００と、該前構成部材１０００に裏側から嵌め込まれてその前面に遊技領域５ａが
形成される透明な樹脂板１１１０と、その樹脂板１１１０のほぼ中央に開設された開口１
１１１の内周を縁取るように取り付けられた枠状で透明なセンター役物１０２８（図２６
参照）と、前記した入賞口１０２４、始動入賞口１０２５、アウト誘導部１００３、風車
、障害釘等が設けられている。そして、これらのなかの前記障害釘とアウト誘導部１００
３を除く殆どの部材が透明な樹脂で形成されており、したがって遊技領域５ａの裏側、す
なわち演出ユニット１２００が遊技者から良好に見通せる。
【００７７】
［センター役物］
　センター役物１０２８は、前記のように枠状に形成されており、図２３において左側の
外周面に遊技領域５ａからの遊技球が進入可能なように開口しているワープ入口１０２９
と、そのワープ入口１０２９に進入した遊技球をセンター役物１０２８内に流入させるワ
ープ出口１０３０と、ワープ出口１０３０から放出された遊技球を左右方向に遊動させた
後に遊技領域５ａ内へ落下させるステージ棚１０３１と、を備えている。
【００７８】
　なお、遊技領域５ａのステージ棚１０３１の直下には始動入賞口１０２５が配置されて
おり、ステージ棚１０３１の中央から遊技球が下方へ落下すると、高い確率で始動入賞口
１０２５に入球する。
　また、センター役物１０２８は、外レール１００１に沿って自己の上部を飛び越えた遊
技球を遊技領域５ａの右側下方に案内する右打ち案内通路１０３２が設けられている。こ
の右打ち案内通路１０３２は、ほぼ遊技球一個分の広さを有すると共に通路内の正面視右
内壁と同左内壁に蒲鉾状の障害凸条１０３３が互い違いにほぼ等ピッチに突設されている
。したがって、この右打ち案内通路１０３２に入った遊技球は、多数の障害凸条１０３３
に接触し蛇行しながら、あたかも遊技領域５ａ内で障害釘に衝突しながら落下するかのよ
うな状態で適度な時間を掛けて遊技領域５ａの右側下方に導かれる。
　また、センター役物１０２８は、遊技パネル１１００の樹脂板１１１０の前面より前方
へ突出する囲い枠１０３４よってステージ棚１０３１を除外する状態で周囲が囲われてお
り、これにより遊技領域５ａ内に打ち込まれた遊技球が枠内（開口１１１１内）に侵入し
ないようになっている。
【００７９】
［演出ユニット］
　遊技パネル１１００の裏側に取り付けられる演出ユニット１２００は、図２５に示した
ように、後壁に前記表示装置１２０１を有する前面が開口する箱状の演出ケース体１２０
２を備えており、該演出ケース体１２０２の内部に、表示装置１０２１に近い方から順に
、可動装飾部１２０４と、導光板ユニット１２０５と、透明発光装飾手段１２０６と、が
設けられている。
【００８０】
［演出ケース体］
　演出ケース体１２０２は、前面に遊技パネル１１００の外形とほぼ同じ大きさの開口を
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有する前面開口状の箱であって、後壁に液晶等の表示装置１２０１が装着されている。
　また、演出ケース体１２０２には、底壁に遊技パネル１１００の入賞口１０２４や始動
入賞口１０２５に連通する球誘導路１２０３が形成されており、該球誘導路１２０３に始
動入賞口１０２５の入賞球センサ１０２５ｓや入賞口１０２４の入賞球センサが設けられ
ている。
【００８１】
［可動装飾部］
　実施形態の可動装飾部１２０４は、表示装置１２０１と導光板ユニット１２０５との間
の空間に設けられた第１可動装飾体１２０７と、第２可動装飾体１２０８と、第３可動装
飾体１２０９とからなる。
　この第１～第３可動装飾体１２０７，１２０８，１２０９は、それぞれが逆五角形をデ
ザインのモチーフにしたものであり、最も前方に位置する第１可動装飾体１２０７が小さ
い逆五角形の第１造形物１２１０を、中間に位置する第２可動装飾体１２０８が前記第１
造形物１２１０を囲い得るリング型の第２造形物１２１１を、また、最も後方に位置する
第３可動装飾体１２０９が表示装置１２０１の表示面１２０１ｇのほぼ全体を覆い得る大
きい逆五角形の第３造形物１２１２を備えている。
【００８２】
［第１可動装飾体］
　第１可動装飾体１２０７は、図３４に示したように、固定的な支持板１２１３と、該支
持板１２１３の一側に上向きに突設した縦レール１２１４と、該縦レール１２１４に対し
て上下摺動自在に取り付けられた前記第１造形物１２１０と、前記支持板１２１３の前記
縦レール１２１４とは反対側の端に揺動自在に取り付けられた第１原動リンク１２１５と
、該第１原動リンク１２１５に第１歯車群１２１６を介して連結された第１モータ１２１
７と、からなる。そして、第１原動リンク１２１５の先端が第１造形物１２１０に連結さ
れており、したがって、第１原動リンク１２１５を上下方向に揺動させることによって第
１造形物１２１０が、図３６実線に示したようにセンター役物１０２８の枠内の下方に自
己の頂部が若干臨む高さの通常位置と、同図想像線に示したようにセンター役物１０２８
の枠内のほぼ中央に位置する変化位置との間で昇降し得る。なお、第１造形物１２１０に
は発光体（図示せず）が設けられており、第１造形物１２１０は発光体と一体になって、
通常位置と変化位置との間での昇降移動が可能に構成されている。
【００８３】
［第２可動装飾体］
　第２可動装飾体１２０８は、図３７に示したように、固定的な額縁状の支持フレーム１
２１８と、該支持フレーム１２１８の上部に上下摺動自在に取り付けられた第２造形物１
２１１の上辺部１２１９と、該上辺部１２１９の両端に回動自在に軸着された第２造形物
１２１１の斜辺部１２２０と、支持フレーム１２１８の上部に揺動自在に軸着された第２
原動リンク１２２１と、該第２原動リンク１２２１に第２歯車群１２２２を介して連結さ
れた第２モータ１２５３と、からなる。そして、第２原動リンク１２２１が第２造形物１
２１１の上辺部１２１９と斜辺部１２２０の各長孔に摺動且つ回動可能に軸着されており
、したがって第２原動リンク１２２１を上下方向に揺動させることによって、第２造形物
１２１１の上辺部１２１９が、図３８実線に示したように支持フレーム１２１８の上部に
沿った通常位置と、同図想像線に示したように表示装置１２０１の表示面１２０１ｇの前
面上方に出現する変化位置との間で昇降し、さらに第２造形物１２１１の斜辺部１２２０
が、図３８実線に示したように支持フレーム１２１８の側部に沿った通常位置と、同図想
像線に示したように表示装置１２０１の表示面１２０１ｇの前面側方に出現して前記上辺
部１２１９とリング型に合体する変化位置との間で揺動し得る。なお、第２造形物１２１
１は、変化位置にあるときリング型の逆五角形を呈するが、そのリングのほぼ中心に前記
第１可動装飾体１２０７の第１造形物１２１０が正面視で位置し得る。
【００８４】
［第３可動装飾体］
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　第３可動装飾体１２０９は、表示装置１２０１の表示面１２０１ｇのほぼ全体を覆い得
る大きい逆五角形の第３造形物１２１２を有するが、該第３造形物１２１２は、上パネル
１２２３と中パネル１２２４と下パネル１２２５に三分割されており、そのうちの上パネ
ル１２２３と中パネル１２２４が図４０に示した上半部１２２６に組み込まれ、残りの下
パネル１２２５が図４１に示した下半部１２２７に組み込まれている。
【００８５】
［上半部］
　第３可動装飾体１２０９の上半部１２２６は、図４０に示したように、門型の上支持枠
１２２８と、該上支持枠１２２８の縦支柱１２２９に対して上下摺動自在に取り付けられ
た上パネル１２２３及び中パネル１２２４と、縦支柱１２２９に取り付けられたスクリュ
ー式の上動装置１２３０と、からなる。第３造形物１２１２の中パネル１２２４と上パネ
ル１２２３は、互いに摺動可能なようにピンと長孔で連結されており、図４２の想像線に
示したように中パネル１２２４の後方に上パネル１２２３が重なる重合姿勢と、図４２の
実線に示したように上パネル１２２３の下に中パネル１２２４が連なる展開姿勢と、に変
化し得る。また、第３造形物１２１２の中パネル１２２４は、上動装置１２３０に持ち支
えられて上昇し、上動装置１２３０が下動すると自重で下降するようになっており、斯か
る中パネル１２２４に連れ動かされて上パネル１２２３も上昇し或は中パネル１２２４と
一緒に自重で下降する。中パネル１２２４と上パネル１２２３は、それぞれの上下位置と
前後の姿勢がカム溝１２３１で適宜制御されるようになっており、図４２想像線の重合姿
勢で表示装置１２０１の上方画面外に位置する通常位置と、同図実線の展開姿勢で表示装
置１２０１の表示面１２０１ｇの上半部に位置する変化位置との間で昇降し得る。
【００８６】
［下半部］
　第３可動装飾体１２０９の下半部１２２７は、図４１に示したように、逆さ門型の下支
持枠１２３２と、該下支持枠１２３２の垂直支柱１２３３に対して上下摺動自在に取り付
けられた第３造形物１２１２の下パネル１２２５と、下支持枠１２３２に揺動自在に取り
付けられた第３原動リンク１２３４と、該第３原動リンク１２３４に第３歯車群１２３５
を介して連結された第３モータ１２３６と、からなる。そして、第３原動リンク１２３４
の先端が下パネル１２２５に連結されており、したがって、第３原動リンク１２３４を上
下方向に揺動させることによって下パネル１２２５が、図４２想像線に示したように表示
装置１２０１の表示面１２０１ｇの下方画面外に隠れる高さの通常位置と、同図実線に示
したように表示装置１２０１の表示面１２０１ｇの下半部に位置する変化位置との間で昇
降し得る。
【００８７】
　第３可動装飾体１２０９の第３造形物１２１２は以上のように構成されているため、上
パネル１２２３と中パネル１２２４と下パネル１２２５がそれぞれ通常位置にあるとき表
示装置１２０１の表示面１２０１ｇの画面外に隠れ、一方、それぞれが変化位置にあると
き上パネル１２２３と中パネル１２２４と下パネル１２２５が図４０（ｂ）のように展開
姿勢に連なって表示装置１２０１の表示面１２０１ｇの全面をほぼ覆う大きな逆五角形が
出現する。
【００８８】
　なお、可動装飾部１２０４は、前記制御装置１０２７に接続されており、遊技の進行過
程に応じて第１～第３可動装飾体１２０７，１２０８，１２０９が適宜通常位置から変化
位置に変化し、或は変化位置から通常位置に復動する。
【００８９】
［導光板ユニット］
　導光板ユニット１２０５は、図２９に示したように、表示装置１２０１の表示面１２０
１ｇの外周囲をフレーム状に装飾すると共に両横に棒状の装飾発光体１２３７を柵状に並
べてなる装飾枠１２３８と、その装飾枠１２３８の後面に取り付けられた導光板１２３９
と、該導光板１２３９の導光入射端面１２４０に光を投射する発光装置１２４１と、から
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なる。
【００９０】
［導光板と発光装置］
　導光板１２３９は、例えば上端面又は側端面に導光入射端面１２４０が設けられ且つ前
面に導光出射面１２４２が設けられた透光性を有する薄い透明樹脂板を前後方向に複数枚
（実施形態では５枚）層状に重ね合わせて形成され、一方、発光装置１２４１は、図３０
の模式図に示したように、第１～第４の透明樹脂板の上端面のそれぞれの導光入射端面１
２４０に光を投射し得る４個の発光ＬＥＤ１２４３ａ～１２４３ｄを一組にしてその組を
適数並べた縦投射装置１２４４と、図３２の模式図に示したように、第５の透明樹脂板の
側端面の導光入射端面１２４０に光を投射し得る発光ＬＥＤ１２４３ｅを適数並べた横投
射装置１２４５と、からなる。
【００９１】
　導光板１２３９を構成する第１～第５の透明樹脂板は、光の散乱によって表出する画像
パターン１２４６がそれぞれ異なる絵柄になっており、例えば縦投射装置１２４４に対応
する第１～第４の各透明樹脂板には、図３１（ａ）～（ｄ）の模式図に示したように複数
の逆五角形が中心に向かって段階的に縮小していく画像パターン１２４６が導光印刷より
描かれている（なお、画像パターン１２４６の記録方式は導光印刷に限定されず、彫り込
み等どのような方式でもよい。）。したがって、縦投射装置１２４４の全ての発光ＬＥＤ
１２４３ａ～１２４３ｄを一斉に発光させた場合には図３０のように波紋状に並ぶ逆五角
形が出現し、また、縦投射装置１２４４の発光ＬＥＤ１２４３ａ～１２４３ｄを図３１（
ａ）～（ｄ）の順に且つ複数回繰り返して発光させた場合には、あたかも波紋の広がりを
逆再生させたかのような動きで逆五角形のリングが中央に向かって吸い込まれるようなア
ニメーションが出現する。
【００９２】
　また、横投射装置１２４５に対応する第５の透明樹脂板の画像パターン１２４６は、図
３２のように大きな「Ｖ」をモチーフにした図柄になっている。この画像パターン１２４
６は、図３３のように扉枠左サイドユニット５３０と扉枠右サイドユニット５５０の発光
装飾と融合して一つの図柄が完成するようになっており、そうすることによりパチンコ機
１の横幅一杯に広がる大きな画像を表示することができる。
【００９３】
［透明発光装飾手段］
　透明発光装飾手段１２０６は、図２７、図２８、図３５、図４３に示したように、透過
性を有する透明薄板に複数個の発光素子１２４７とコネクタ１２４８が配置され且つそれ
らを接続する配線パターン１２５５を有する発光基板シート１２４９と、該発光基板シー
ト１２４９を前後両面から挟んで支持する複数枚（２枚）の透明板１２５０ａ，１２５０
ｂと、からなる。
　この透明発光装飾手段１２０６は、図３５に示したように、遊技領域５ａの下方であっ
てアウト誘導部１００３の上部からセンター役物１２０８の枠内の下方に臨む高さの範囲
をカバーし得る大きさ、つまり表示装置１２０１の表示面１２０１ｇの前方の一部（表示
面１２０１ｇの視認性が確保出来る条件を満たす範囲）と、入賞口１０２４や始動入賞口
１０２５が集中する遊技領域５ａの遊技上の要部（遊技下半領域）と、を包含する範囲に
多数の発光素子１２４７が配置されている。
【００９４】
　また、実施形態の透明発光装飾手段１２０６は、図３５に示したように、前記可動装飾
部１２０４の通常位置にある第１造形物１２１０の前方であって、その第１造形物１２１
０の輪郭（逆五角形）に沿うように一部の発光素子１２４７が配置され、一方、可動装飾
部１２０４の視認性を妨げないように他の発光素子１２４７が分散配置されている。
　なお、図３５では、通常位置にある第１造形物１２１０を、作図上実線同士の交錯を防
いで見やすくするため便宜的に破線で表示したが、実際は透明発光装飾手段１２０６が透
明であるため、遊技者からははっきり見える。
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【００９５】
　また、透明発光装飾手段１２０６の発光基板シート１２４９の前側に位置する透明板１
２５０には、発光基板シート１２４９の前方に突出する発光素子１２４７との干渉を防止
する空間部１２５１が設けられており、該空間部１２５１に発光素子１２４７を収めるこ
とにより発光素子１２４７の嵩ばりを吸収して透明発光装飾手段１２０６を薄くすること
ができ且つ透明発光装飾手段１２０６（特に、薄い発光基板シート１２４９）の歪みを防
止し、さらに空間部１２５１の内周面に反射して光が集中するため発光部分の明るさを向
上させることができる。
　この空間部１２５１は、好ましくは貫通する孔形状にするのがよい。そうすることで発
光素子１２４７の損失を防止し且つ発光素子１２４７の光の視認性を向上することができ
る。一方、空間部１２５１のこれらのメリットは空間部１２５１の形状をある程度大きく
することで多く享受できるが、そうすると遊技機の組立等を行う作業者の指が発光素子１
２４７に接触するおそれがある。そこで実施形態では、遊技機の組立等を行う作業者の指
が発光素子１２４７と接触することを回避する接触回避手段として、空間部１２５１の開
口に指を当ててもその指が中の発光素子１２４７に触れにくいような小さい径（例えば遊
技球の直径１１ｍｍより小さい径（好ましくは直径８ｍｍ～１０ｍｍ）で空間部１２５１
を構成して外部と連通するようにした。そうすることにより空間部１２５１の上記メリッ
トを享受しつつ、発光素子１２４７を作業者の指との誤接触から保護することができる。
また、この空間部１２５１は、前方にセンター役物１０２８、囲い枠１０３４が存在する
ことで発光基板シート１２４９に遊技球が直接衝突することはなく、遊技球と発光基板シ
ート１２４９の接触を回避している。ここで「接触を回避する」という概念には「接触し
にくくする」という概念を含むものであり、偶発的な接触が回避できればよく、故意に接
触しようとするものまでをも回避することを意図しない。
　なお、図２８に示したようにセンター役物１０２８の枠内に位置する発光素子１２４７
については、前方にセンター役物１０２８、囲い枠１０３４が存在せず、遊技中のトラブ
ル対応に際して扉枠３を開閉する度に発光素子１２４７が空間部１２５１を介して外部に
晒されるため、遊技機の球掛かりなどの点検等を行う作業者の指や遊技球との接触も回避
する必要があり、より確かな接触回避手段として空間部１２５１の前面に蓋部１２５２を
設けるようにしてある。そうすることにより空間部１２５１の上記メリットを享受しつつ
、発光素子１２４７を作業者の指や遊技球との誤接触から確実に保護することができる。
なお、この場合の蓋部１２５２は、発光素子１２４７と接触しない程度に発光素子１２４
７の前方に位置するように設けられる。また、本実施形態の蓋部１２５２は、透明板１２
５０と一体形成されるように構成されているが、蓋部１２５２を透明板１２５０と別体に
構成するようにしてもよい。また、蓋部１２５２を透明板１２５０の前面に突出させて形
成するように構成すれば空間部１２５１の深さが確保しやすくなるため、発光素子１２４
７との接触回避に関して十分な対策になり得る。
　また、実施形態では発光基板シート１２４９の後側に位置する透明板１２５０にスリッ
ト１２５４が設けられており、該スリット１２５４により発光素子１２４７の熱を放出す
ることができる。
【００９６】
　以上の構成を有する透明発光装飾手段１２０６は、発光基板シート１２４９と透明板１
２５０が透過性を有するため、表示装置１２０１の表示面１２０１ｇの前方に設けてもそ
の視認性を殆ど害さず、したがって発光基板シート１２４９の発光素子１２４７だけが空
中に浮いているように見える。また、発光基板シート１２４９の配線パターン１２５５や
コネクタ１２４８を可動装飾部１２０４の第１造形物１２１２（場合によっては第２、第
３造形物１２１３，１２１４も）の輪郭（図４３参照）、模様、色彩或は背景となる遊技
領域５ａの模様、色彩等に調和させれば、カモフラージュ的な効果により配線パターン１
２５５やコネクタ１２４８も目立たなくなるため、より発光素子１２４７の空中浮遊感が
向上する。
【００９７】



(26) JP 6339612 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

　次に、本発明のパチンコ機１による遊技の一例を示す。
　まず、通常遊技時には図１に示したように、可動装飾部１２０４の第１～第３可動装飾
体１２０７，１２０８，１２０９の第１～第３造形物１２１０，１２１１，１２１２の全
てが通常位置にある。したがって、第１造形物１２１０がセンター役物１０２８のステー
ジ棚１０３１の後方にあって遊技領域５ａを華やかに装飾し、一方、第２、第３造形物１
２１１，１２１２は表示装置１２０１の周囲に隠れている。
【００９８】
　そして、遊技が進行して遊技球が遊技領域５ａに設けられる始動入賞口１０２５に入球
すると、始動入賞口１０２５に対応して設けられた入賞球センサ１０２５ｓにより始動入
賞口１０２５への入球が検知される。そして、上述の制御装置１０２７に入賞球センサ１
０２５ｓの入球検知情報が入力されることにより、制御装置１０２７にて当り外れを決定
する抽選（たとえば１／３００で当りとなる抽選）が行なわれる。この抽選結果は、遊技
盤５の遊技パネル１１００の上方角部に設けられた特別図柄表示装置１０２６（７セグ等
）にて特別図柄を所定の変動時間に亘り変動表示して停止表示されることで示される。特
別図柄は、所定時間の変動表示を経て「外れ」に対応する外れ特別図柄（たとえば「－」
のセグ表示）、または、「当り」に対応する当り特別図柄（たとえば「7」のセグ表示）
で停止表示される。
【００９９】
　しかして、特別図柄の変動表示中に、遊技を盛り上げるために、前記表示装置１２０１
や透明発光装飾手段１２０６や導光板ユニット１２０５にて抽選結果を示唆する表示演出
（キャラクタ画像や装飾用図柄画像等を用いた予告演出、リーチ演出など）を行なったり
、第１～第３可動装飾体１２０７，１２０８，１２０９にて抽選結果を示唆する可動演出
が行なわれる。
　例えば抽選結果が当りの場合等には、次の演出パターンによる可動演出が例示できる。
具体的には、図４４（ａ）～（ｅ）に示したように、通常位置にある第１造形物１２１０
に向かって、該第１造形物１２１０の側面形状になぞらえてくの字状に並べた数列（実施
形態では正面向かって左側が４列、右側が約３列）の発光素子１２４７の最も遠い列から
順に点滅させ、そうして通常位置にある第１造形物１２１０に向かう光のウェーブを演出
して第１造形物１２１０に向かって遊技者の視線誘導を伴うことで遊技者の注意を惹き、
その後、所定時間の経過を待って第１造形物１２１０を変化位置に上昇させる。この段階
で透明発光装飾手段１２０６の全ての発光素子１２４７を消灯させ、代わって変化位置に
ある第１造形物１２１０自身に設けられている発光体を点滅させる。
　次に、第１造形物１２１０が変化位置にある状態で第１造形物１２１０自身に設けられ
ている発光体を点灯させ、導光板ユニット１２０５の縦投射装置１２４４の発光ＬＥＤ１
２４３ａ～１２４３ｄを順に且つ複数回繰り返して発光させ、そうして画像パターン１２
４６によるアニメーションで逆五角形による逆波紋を第１造形物１２１０に集中させる。
これにより第１造形物１２１０自身に設けられている発光体に向かうように導光板ユニッ
ト１２０５のアニメーションで光のウェーブを演出して、第１造形物１２１０にさらにパ
ワーが注がれたような演出が行えるから、その流れを受けてさらに第２造形物１２１１を
変化位置に移動させて第１造形物１２１０の周囲を囲い、或は第１造形物１２１０を通常
位置に戻して第３造形物１２１２を変化位置に移動させ、第１造形物１２１０がパワーを
受けて大きく変化したかのような演出を行う。
　また、扉枠左サイドユニット５３０と扉枠右サイドユニット５５０を発光させ、引き続
き導光板ユニット１２０５の装飾発光体１２３７を外側から順に発光させれば、扉枠３か
らセンター役物１０２８の枠内に向けて遊技者の視線誘導を伴うように光のウェーブを演
出することもできる。
【０１００】
　一方、抽選結果が外れの場合等には、次の演出パターンによる可動演出が例示できる。
具体的には、当り時の演出パターンと同様に、図４４（ａ）～（ｄ）に示したように、通
常位置にある第１造形物１２１０に向かって、該第１造形物１２１０の側面形状になぞら
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えてくの字状に並べた数列（実施形態では正面向かって左側が４列、右側が約３列）の発
光素子１２４７の最も遠い列から順に点滅させ、そうして第１造形物１２１０に向かう光
のウェーブを演出して第１造形物１２１０に向かって遊技者の視線誘導を伴うことで遊技
者の注意を惹く。その後、所定時間の経過を待って第１造形物１２１０を変化位置に上昇
させることなく、当該演出を終了させる。これにより、抽選結果が外れであったことを、
第１造形物１２１０が変化位置に上昇しないことにより遊技者に知らせることができる。
【０１０１】
　このように、第１造形物１２１０による演出と、透明発光装飾手段１０２６による演出
と、導光板ユニット１２０５による演出とを組み合わせた複合演出を抽選結果に応じて相
違させることによって、抽選結果が当りの際に、遊技者に一層の驚きや意外性を与える演
出を行うことが可能となり、遊技興趣を高められる。また、透明発光装飾手段１０２６に
よる発光演出と、第１造形物１２１０自身による発光演出とを組み合わせることで、通常
位置にある第１造形物１２１０に対する発光装飾だけでなく、変化位置にある第１造形物
１２１０に対する発光装飾も可能にて、遊技興趣を一層高められる。
　なお、以上の演出パターンはもちろん一例であり、各要素を適宜に組み合わせれば非常
に多くの演出パターンが創造できる。
【０１０２】
　次に、特別図柄表示装置１０２６に当り特別図柄が停止表示されると「大当り」となり
、閉鎖状態にある大入賞口（図示を省略）が所定期間に亘り開放状態となる大当り状態に
制御される。球発射装置６８０から発射された遊技球が開放状態となった大入賞口に入球
すると、所定数の賞球（本実施形態では１５個）が払い出される。その後、大当り状態の
終了条件が成立することで、大当り状態が終了し、再び始動入賞口１０２５への入球に基
づく抽選を行う状態（通常の遊技状態あるいは通常遊技状態と称す）に制御される。この
ように、実施形態のパチンコ機１では、球発射装置６８０によって遊技球が遊技領域５ａ
に向けて発射されることによって、制御装置１０２７により遊技を進行させるための種々
の制御が行われて遊技が進行する。
【０１０３】
　以上本発明を実施の形態について説明したが、もちろん本発明は上記実施形態に限定さ
れるものではない。例えば、実施形態では透明発光装飾手段１２０６を一つにしたが、複
数セットにして前後方向に並べるようにしてもよい。
　また、可動装飾部１２０４の造形物や、導光板ユニット１２０５の画像パターン１２４
６はどのようなものであってもよい。
　また、実施形態では透明発光装飾手段１２０６を遊技領域５ａの遊技下半領域に対応さ
せて設けたが、この透明発光装飾手段１２０６を大きくして遊技領域５ａの全体を覆うよ
うにしてもよく、さらに実施形態では導光板ユニット１２０５の画像パターン１２４６と
透明発光装飾手段１２０６の発光素子１２４７の配置に関連性を持たせていないが、例え
ば画像パターン１２４６の図柄に沿って発光素子１２４７を配置するなどして画像パター
ン１２４６の演出にさらなるバリエーションを付加するようにしてもよい。
　具体的には図４５に示したように、透明発光装飾手段１０２６を遊技領域５ａのほぼ全
体に拡大し、また、導光板ユニット１２０５の画像パターン１２４６の図柄に沿った要所
に発光素子１２４７を点在させる。そして、導光板ユニット１２０５の画像パターン１２
４６の表示開始と同時に発光素子１２４７を点灯させれば、導光板ユニット１２０５によ
るアニメーション（演出）を点発光により部分強調する斬新な導光演出を実現でき、さら
なる演出バリエーションを付加することができる。なお、表示装置１２０１の表示面１２
０１ｇに対して透明発光装飾手段１０２６の発光素子１２４７は、好ましくは表示主要部
である表示面１２０１ｇの中心部以外の部分（周辺部）に配置するとよい。そうすること
により表示面１２０１ｇの中心部で行われる演出表示の視認性を阻害せずに演出の幅を増
大させることができ、表示装置１２０１による演出と、導光板ユニット１２０５による演
出と、透明発光装飾手段１０２６による演出とが組み合わさった斬新な演出により、遊技
者に驚きや意外性を与えられる。
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【０１０４】
　また、実施形態では透明発光装飾手段１０２６の発光基板シート１２４９を平らな面板
状にしてセットしたが、発光基板シート１２４９は面方向に曲がり得るため、適宜な方向
に湾曲させた状態にしてセットするようにしてもよい。
　また、上述の実施形態では遊技機としてパチンコ機１に適用したものを示したが、これ
に限定するものではなく、パチスロ機や、パチンコ機とパチスロ機とを融合させてなる遊
技機に適用しても良く、この場合でも、上記と同様の作用効果を奏することができる。
　また、透明発光装飾手段１２０６は、スロットマシンの表示装置に適用することもでき
る。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　…遊技機
　５　…遊技盤
　５ａ　…遊技領域
　１１００　…遊技パネル
　１２０１　…表示装置
　１２０１ｇ　…表示面
　１２０４　…可動装飾部
　１２０６　…透明発光装飾手段
　１２１０　…第１造形物
　１２１１　…第２造形物
　１２１２　…第３造形物
　１２４７　…発光素子
　１２４９　…発光基板シート
　１２５０ａ　…透明板
　１２５０ｂ　…透明板



(29) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３】



(30) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(31) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】



(32) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(33) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】



(34) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】



(35) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】



(36) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(37) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図３２】 【図３３】

【図３４】 【図３５】



(38) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】



(39) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】



(40) JP 6339612 B2 2018.6.6

【図４４】 【図４５】



(41) JP 6339612 B2 2018.6.6

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－１４９８０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０７０９４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０８５８２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－２０２１９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１４０５３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第６２８９４４３（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

